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明
治
五
年
一
一
月
九
日
の
改
暦
の
詔
書
に
は
、「
四
年
毎
ニ
一
日
ノ
閏
ヲ
置
」
と
の
み
置
閏
法

の
記
載
が
あ
る
。
天
文
学
者
・
内
田
正
男
な
ど
は
、
こ
れ
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
法
の
置
閏
法
で
あ
り
、

四
〇
〇
年
に
三
回
閏
を
省
く
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
規
約
が
落
ち
て
い
る
と
し
て
、「
不
備
」
を

指
摘
し
て
き
た
。

現
代
の
日
本
で
は
、
改
暦
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
採
用
さ
れ
た
と
通
念
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
決
し
て
間
違
い
と
は
い
え
な
い
が
、
明
治
改
暦
当
時
に
お
い
て
事
は
も
う
少
し
複
雑
で
、
政
府

は
太
陽
暦
の
採
用
を
謳
っ
た
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
採
用
し
た
と
は
明
言
し
な
い
。

本
稿
で
は
、
政
府
が
後
に
「
不
備
」
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
背
景
を
考
察
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
①
明
治
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏
法
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
具
体
的

に
示
す
と
と
も
に
、
政
府
に
と
っ
て
明
治
改
暦
は
未
完
の
改
暦
で
あ
っ
た
、
②
改
暦
当
時
、
国
体
が

表
現
さ
れ
、
伝
統
的
な
暦
日
意
識
に
も
合
致
す
る
日
本
独
自
の
暦
を
要
請
す
る
声
が
か
な
り
強
く
あ

っ
た
、
と
い
う
二
点
を
確
認
し
た
。

改
暦
前
後
期
に
は
、
暦
に
関
わ
る
様
々
な
意
見
と
改
暦
案
が
政
府
に
建
言
さ
れ
た
。
例
え
ば
市

川
斎
宮
は
改
暦
直
前
に
正
院
に
改
暦
案
―
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
準
じ
、
四
〇
〇
年
に
三
度
閏
を
省
く

特
別
の
年
を
算
出
す
る
方
法
と
し
て
、
皇
紀
に
則
り
、
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
閏
年
、
二
七
〇
〇
年
、

二
八
〇
〇
年
、
二
九
〇
〇
年
を
平
年
と
す
る
―
を
提
出
し
た
。
他
の
建
言
の
多
く
も
、
西
洋
暦
の
受

け
売
り
で
は
な
く
国
体
を
反
映
し
た
暦
を
要
望
す
る
。

詔
書
の
「
不
備
」
は
、
そ
れ
以
上
の
言
及
が
問
題
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
。
改
暦
は
、
日
本
が
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
下
に
あ
っ
た
時
期
に
行
な
わ
れ
た
。
一
〇
〇
年
毎
の

特
別
の
平
年
を
、
イ
エ
ス
誕
生
を
紀
元
と
す
る
西
暦
で
算
出
す
る
こ
と
は
、
国
体
に
即
し
た
暦
を
要

望
す
る
声
が
強
い
な
か
で
説
明
が
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
市
川
の
よ
う
に
皇
紀
を
導
入

す
る
と
、
欧
米
と
暦
日
の
ズ
レ
を
生
じ
る
。
こ
の
議
論
は
結
局
、
明
治
三
一
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
、

明
ら
か
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
同
一
だ
が
、
日
本
独
自
の
皇
紀
に
よ
る
暦
法
の
規
定
が
付
け
加
わ
っ
た

（
勅
令
第
九
〇
号
）。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
明
治
改
暦
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
、
皇
紀
、
置
閏
法
、「
正
朔
」
の
思
想　

明
治
改
暦
に
お
け
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
め
ぐ
る
問
題

下
村
育
世
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roblem
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は
じ
め
に

❶
明
治
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
暦
法
と
は

❷
政
府
の
暦
法
理
解

❸
未
完
の
部
分
を
残
し
た
ま
ま
通
行
し
始
め
た
太
陽
暦

❹
改
暦
へ
の
多
様
な
理
解
と
模
索

お
わ
り
に
―
置
閏
法
の
規
定
の
「
不
備
」
に
つ
い
て

日
本
ら
し
い
暦
と
は
何
か
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は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
で
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
誰
も
疑
念
を
抱
か

な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
そ
の
使
用
は
明
治
改
暦
に
始
ま
る
と
通
念
的
に
理
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
間
違
い
と
は
い
え
な
い
が
、
明
治
改
暦
当
時
に
お
い

て
事
は
も
う
少
し
複
雑
で
、
政
府
は
太
陽
暦
の
採
用
を
謳
っ
た
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法

を
採
用
し
た
と
は
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

ユ
リ
ウ
ス
暦
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
に
よ
り
紀
元
前
四
五
年

に
公
的
に
採
用
さ
れ
た
。
四
年
に
一
日
閏う
る
う

日
を
お
く
と
い
う
置ち
じ
ゅ
ん
ほ
う

閏
法
を
採
り
、
そ

の
年
は
四
年
に
一
度
、
西
暦
で
四
で
割
り
切
れ
る
年
に
置
か
れ
た
）
1
（

。
し
か
し
こ
の
方

法
で
は
約
一
三
〇
年
に
一
日
の
ず
れ
が
生
じ
る
た
め
、
ロ
ー
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ

一
三
世
は
一
五
八
二
年
に
改
暦
の
教
書
を
発
し
、
閏
年
の
計
算
方
法
に
変
更
を
加
え

た
。
こ
れ
ま
で
の
閏
年
の
置
き
方
に
、
一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割
り

切
れ
な
い
年
は
平
年
と
す
る
規
定
を
付
け
加
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
と

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
い
ず
れ
も
太
陽
暦
で
あ
る
が
、
両
者
の
暦
法
の
間
に
は
閏
の
置
き

方
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。

　

明
治
改
暦
の
詔
書
に
お
け
る
太
陽
暦
の
置
閏
法
の
規
定
に
は
「
不
備
」
が
あ
る
と

す
る
通
説
が
あ
る
。
確
か
に
詔
書
に
は
、
一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割

り
切
れ
な
い
年
は
平
年
と
す
る
と
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
特
有
の
規
定
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
政
府
は
そ
の
置
閏
法
を
正
確
に
把
握
し
た

上
で
、
後
に
「
不
備
」
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
。
こ
の
背
景
を
考
察

す
る
の
が
本
稿
で
あ
る
。

　

こ
の
背
景
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、（
イ
）
明
治
改
暦
直
後
の
太
陽
暦
は
、
政

府
が
今
後
手
を
加
え
る
べ
き
未
完
の
部
分
を
残
し
た
ま
ま
、
通
行
を
始
め
た
こ
と
、

（
ロ
） 

改
暦
時
に
は
暦
に
対
す
る
多
様
な
模
索
や
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
も
新
た
に
指

摘
し
た
い
。
改
暦
前
後
期
に
は
、
太
陽
暦
に
基
づ
く
様
々
な
改
暦
案
が
存
在
し
た
。

結
果
と
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
（
と
同
等
の
暦
）
が
採
用
さ
れ
た
が
、
当
時
の
状
況
を

概
観
す
る
と
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
推
進
す
る
派
と
と
も
に
、
他
国
で
使
用
さ
れ
る
既

存
の
暦
と
は
異
な
る
、「
皇
国
」
の
国
体
が
表
現
さ
れ
、
伝
統
的
な
暦
日
意
識
に
合

致
す
る
日
本
独
自
の
暦
を
模
索
す
る
派
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
後
者
の

声
は
存
外
に
大
き
く
、
政
府
内
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
。

❶
明
治
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
暦
法
と
は

　
　

 

―
ユ
リ
ウ
ス
暦
か
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
か

（
1
）
改
暦
の
詔
書
（
太
政
官
布
告
第
三
三
七
号
）
に
記
載
さ
れ
た
置
閏
法
の  

　
　

  

規
定

　

以
下
は
、
明
治
五
年
一
一
月
九
日
の
改
暦
の
詔
書
（
太
政
官
布
告
第
三
三
七
号
）

の
う
ち
置
閏
法
に
か
か
わ
る
箇
所
で
あ
る
。

蓋
シ
太
陽
暦
ハ
太
陽
ノ
躔
度
ニ
従
ヒ
、
月
ヲ
立
ツ
、
日
子
多
少
ノ
異
ア
リ
ト
雖

モ
、
季
候
早
晩
ノ
変
ナ
ク
、
四
歳
毎
ニ
一
日
ノ
閏
ヲ
置
キ
、
七
千
年
ノ
後
僅
ニ

一
日
ノ
差
ヲ
生
ス
ル
ニ
過
キ
ス
。
之
ヲ
太
陰
暦
ニ
比
ス
レ
ハ
、
最
モ
精
密
ニ
シ

テ
、
其
便
不
便
モ
固
ヨ
リ
論
ヲ
俟
タ
サ
ル
ナ
リ
。
拠
テ
自
今
旧
暦
ヲ
廃
シ
、
太

陽
暦
ヲ
用
ヒ
天
下
永
世
之
ヲ
遵
行
セ
シ
メ
ン
。
百
官
有
司
其
レ
斯
旨
ヲ
体
セ
ヨ

　
　
　
　

○

一　

今
般
太
陰
暦
ヲ
廃
シ
、
太
陽
暦
御
頒
行
相
成
候
ニ
付
、
来
ル
十
二
月
三
日

ヲ
以
テ
、
明
治
六
年
一
月
一
日
ト
被
定
候
事

　
　

但
新
暦
鏤
板
出
来
次
第
頒
布
候
事

一　

一
ケ
年
三
百
六
十
五
日
、
十
二
ケ
月
ニ
分
チ
、
四
年
毎
ニ
一
日
ノ
閏
ヲ
置

候
事
）
2
（

（
傍
線
筆
者
。
以
下
同
様
）

注
目
す
べ
き
は
、
改
暦
の
詔
書
に
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
や
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
い
っ
た
暦
法
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を
特
定
す
る
文
言
は
な
く
、「
太
陽
暦
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
四

歳
毎
ニ
一
日
ノ
閏
ヲ
置
キ
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
言
の
み
で
は
閏
日
を
置
く
年
も

一
意
的
に
定
め
切
れ
な
い
上
に
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
峻
別
す
る
メ
ル

ク
マ
ー
ル
で
あ
る
「
一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割
り
切
れ
な
い
年
は
平

年
と
す
る
」
の
規
定
も
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
当
時
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
と
の
間
で
は
暦
日
に
一
二
日
も
の
ず
れ
が
見
ら
れ
た
が
、
明
治
改
暦
で
は
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
の
暦
日
に
合
わ
せ
ら
れ
た
。

（
２
）
明
治
改
暦
の
置
閏
法
に
つ
い
て
の
評
価

　

明
治
改
暦
時
に
お
け
る
置
閏
法
の
規
定
の
「
不
充
分
さ
」
や
「
不
備
」
は
、
こ
れ

ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

改
暦
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
へ
の
改
暦
を
ね
ら
つ
た
こ
と
は
「
七
千
年
後
僅
カ
ニ
一

日
ノ
差
ヲ
生
ズ
ル
ニ
過
ギ
ズ
」（
勿
論
こ
の
数
字
は
正
確
で
は
な
い
が
）
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
が
「
四
年
毎
ニ
一
日
ノ
閏
ヲ
置
キ
」
だ
け
で
は
、
ま
だ
不
充
分

で
、
つ
ま
り
ユ
リ
ウ
ス
暦
法
で
あ
る
。〔
荒
）
3
（

木
〕 

　

明
治
改
暦
は
あ
ま
り
に
も
あ
わ
た
だ
し
く
実
施
さ
れ
た
た
め
、
当
初
の
改
暦

の
詔
書
が
不
備
で
あ
っ
た
の
で
明
治
三
一
年
、
閏
年
に
関
す
る
勅
令
第
九
〇
号

が
布
告
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
閏
年
は
法
定
さ
れ
て
い
る
。〔
内
）
4
（

田
〕 

　

こ
の
布
告
に
は
不
備
の
点
が
三
つ
ほ
ど
あ
る
。
ま
ず
太
陽
暦
で
は
七
〇
〇
〇

年
に
一
日
の
差
を
生
ず
る
に
過
ぎ
ず
と
あ
る
が
、〔
略
〕。

　

ま
た
四
年
毎
に
一
日
の
閏
を
置
く
、
と
い
う
だ
け
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
置
閏

の
約
束
で
、
四
〇
〇
年
に
三
回
閏
を
は
ぶ
く
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
規
約
が

落
ち
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
）
を
閏
年
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
明
治
三
一
年
五
月
一
一
日
に
勅
令
第
九
〇
号
で
そ
の

補
正
を
行
い
正
し
い
も
の
に
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

　

さ
ら
に
時
刻
に
関
す
る
表
で
、
零
時
を
子
刻
、
一
時
を
子
半
刻
と
し
て
い

る
が
、
大
体
天
保
暦
で
は
九
ツ
八
ツ
式
の
い
い
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
は
零
時
を
九
ツ
、
一
時
を
九
ツ
半
と
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
内
）
5
（

田
〕 

太
陽
暦
が
太
陰
（
太
陽
）
暦
に
比
し
て
、
置
閏
法
が
極
め
て
単
純
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
精
密
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
四
年
に
一

閏
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
法
の
置
閏
法
で
あ
る
。
こ
の

た
め
に
、
こ
の
改
暦
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
へ
の
改
暦
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ユ
リ

ウ
ス
暦
法
へ
の
改
暦
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。〔
岡
）
6
（

田
〕 

右
は
天
文
学
者
・
荒
木
俊
馬
と
内
田
正
男
、
歴
史
学
者
・
岡
田
芳
朗
に
よ
る
改
暦
時

の
置
閏
法
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
。
荒
木
と
内
田
は
い
ず
れ
も
そ
の
不
足
を
指
摘

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
内
田
は
、
改
暦
の
詔
書
に
備
わ
る
複
数
の
不
備
の
一
つ
と
し

て
理
解
し
て
い
る
。
岡
田
と
荒
木
は
、
明
治
改
暦
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
採
用
し
た

こ
と
は
明
白
と
す
る
立
場
を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
改
暦
時
の
置
閏
法
の
規
定
で
は
ユ

リ
ウ
ス
暦
法
が
導
き
出
さ
れ
る
と
し
た
。

（
３
）
明
治
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
暦
法
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
か
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
か

　

政
府
は
、
置
閏
法
の
規
定
の
補
足
訂
正
を
明
治
三
一
年
五
月
一
一
日
の
勅
令
第

九
〇
号
を
発
す
る
ま
で
行
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
あ
た
り
、
閣
議
請
議
の
た
め
に

付
さ
れ
た
同
年
四
月
一
一
日
付
の
文
部
大
臣
・
西
園
寺
公
望
に
よ
る
理
由
書
に
は
次

の
一
文
が
あ
る
。

明
治
五
年
壬
申
十
一
月
九
日
ノ
布
告
ヲ
以
テ
、
太
陰
暦
ヲ
廃
シ
太
陽
暦
ヲ
用
ヒ

ラ
ル
ヽ
ニ
当
リ
、壬
申
十
二
月
三
日
ヲ
以
テ
明
治
六
年
一
月
一
日
ト
定
メ
ラ
レ
、
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爾
後
我
暦
日
ハ
英
、
仏
、
独
等
諸
国
ノ
暦
ト
全
ク
吻
合
シ
、
露
国
ノ
暦
ト
ハ
常

ニ
十
二
日
ノ
差
ア
ル
ヲ
観
レ
ハ
、
此
布
告
中
ノ
所
謂
太
陽
暦
ト
ハ
「
グ
レ
ゴ
リ

ヤ
ン
」
暦
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ）7
（

 

最
後
の
「
此
布
告
中
ノ
所
謂
太
陽
暦
ト
ハ
『
グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
』
暦
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ

リ
」
と
い
う
一
文
に
わ
ざ
わ
ざ
「
明
白
ナ
リ
」
と
付
け
加
え
た
こ
と
は
、
明
治
改
暦

で
採
用
さ
れ
た
「
太
陽
暦
」
の
暦
法
が
文
言
上
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
政
府
自
ら
認

め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
る
と
定
め
る
公
的
な
規
定
が

そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
た
め
、政
府
は
ま
ず
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
る
と
措
定
し
た
上
で
、

置
閏
法
の
規
定
に
手
を
加
え
る
手
続
き
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
発
さ
れ
た

勅
令
は
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
日
本
は
正
式
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
（
と
同
等
の

暦
）
を
採
用
す
る
国
と
な
っ
た
。

神
武
天
皇
即
位
紀
元
年
数
ノ
四
ヲ
以
テ
整
除
シ
得
ヘ
キ
年
ヲ
閏
年
ト
ス
。
但
紀

元
年
数
ヨ
リ
六
百
六
十
ヲ
減
シ
テ
百
ヲ
以
テ
整
除
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ノ
中
、
更
ニ

四
ヲ
以
テ
其
商
ヲ
整
除
シ
得
サ
ル
年
ハ
、
平
年
ト
ス）8
（

 

興
味
深
い
こ
と
に
、「
閏
年
ニ
関
ス
ル
件
）
9
（

」
と
し
て
発
さ
れ
た
こ
の
勅
令
に
、「
西
暦
」

と
い
う
文
言
は
な
い
。
四
年
ご
と
の
閏
年
を
定
め
る
方
法
に
は
、「
西
暦
」
で
な
く

「
神
武
天
皇
即
位
紀
元
年
数
」（
皇
紀
）
が
用
い
ら
れ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
根
幹
と

も
い
え
る
「
一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割
り
切
れ
な
い
年
は
平
年
と
す

る
」
規
定
は
、「
神
武
天
皇
即
位
紀
元
年
数
」
か
ら
「
六
百
六
十
」
を
減
じ
た
上
で

適
用
さ
れ
る
。「
六
百
六
十
」
が
唐
突
に
減
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は

西
暦
の
年
数
に
合
致
さ
せ
る
た
め
の
便
宜
的
な
数
で
あ
る
。
こ
の
勅
令
は
、
日
本
に

お
け
る
現
行
法
令
と
し
て
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
つ
ま
り
今
で
も
こ
れ
が
、
正

式
な
置
閏
の
計
算
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
暦
を
素
直
に
用
い
れ
ば
簡
便
な
と
こ
ろ

を
、
こ
の
特
殊
日
本
的
な
方
法
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
は
如
何
な
る
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
か
。

❷
政
府
の
暦
法
理
解

　

先
に
見
た
よ
う
に
、改
暦
の
詔
書
の
暦
法
規
定
に
は
科
学
的
観
点
か
ら
複
数
の「
不

備
」
が
あ
り
置
閏
法
の
そ
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
、
と
通
念
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
れ
は
当
時
の
日
本
の
科
学
理
解
を
貶
め
る
も
の
で
も
あ
る
。（
イ
）
明
治
改

暦
時
、
政
府
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
、（
ロ
）
当
時
の

政
府
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
法
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
（
イ
）
は
概
ね
肯
定
さ
れ

る
が
、（
ロ
）
に
つ
い
て
は
充
分
な
答
え
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
仮
に
政
府

が
（
ロ
）
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
と
し
た
ら
、い
か
な
る
背
景
か
ら
結
果
的
に
「
不

備
」
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
規
定
を
生
み
出
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
具
体
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
岡
田
は
、「
暦
日
の
上
か
ら
は
明
ら
か

に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
百
年
間
に
三
回
閏
を
省
略
す

る
と
い
う
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
ユ
リ
ウ
ス
暦
か
ら
区
別
す
る
重
要
な
部
分
が
明
示
さ

れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
太
陽
暦
が
簡
単
で
精
密
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
国
民
に
説
く

た
め
に
、
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
10
（

」
と
す
る
。
筆
者
は
、「
あ

え
て
触
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
に
は
首
肯
で
き
る
が
、「
太
陽
暦
が
簡
単
で
精
密

で
あ
る
こ
と
を
国
民
に
説
く
た
め
」
と
い
う
解
釈
は
不
充
分
と
考
え
て
い
る
。
以
下

で
は
改
暦
前
後
の
国
内
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
説
得
力

の
あ
る
解
釈
を
提
示
し
た
い
。
そ
れ
に
先
だ
ち
、ま
ず（
ロ
）の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。

（
1
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
日
と
の
統
一

　

既
に
述
べ
た
通
り
、
改
暦
時
に
日
本
の
暦
日
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
日
に
合
わ

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
た
証

左
と
さ
れ
て
き
た
）
11
（

。
ま
た
、
詔
書
に
「
七
千
年
ノ
後
僅
ニ
一
日
ノ
差
」
と
書
か
れ
て
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い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
へ
の
改
暦
を
目
指
し
た
根
拠
と
も
さ
れ
て
き

た
）
12
（

。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
法
を
正
確
に
理
解
し

て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
は
や
や
弱
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
用
い
た
改
暦
の
建
言

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
当
時
の
知
識
人
の
科
学
理
解
に
よ
る
傍
証
で
あ
る
。
明

治
五
年
一
一
月
五
日
付
で
陸
軍
大
輔
・
山
縣
有
朋
が
、
改
暦
案
の
参
考
ま
で
に
と
正

院
に
提
出
し
た
陸
軍
兵
学
中
教
授
・
市
川
斎
宮
（
一
八
一
八
―
一
八
九
九
）
13
（

）
の
改

暦
に
か
か
わ
る
建
言
を
見
よ
う
）
14
（

。
こ
れ
は
改
暦
の
布
告
が
出
さ
れ
る
六
日
前
の
一
一

月
三
日
、
正
院
が
諸
省
に
改
暦
の
布
告
案
を
回
送
し
、「
異
存
」
を
問
う
た
こ
と
へ

の
反
応
で
あ
っ
た
。
市
川
の
太
陽
暦
に
基
づ
く
（
後
に
詳
述
す
る
が
）
具
体
的
で
詳

細
な
改
暦
案
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
案
に
四
〇
〇

年
に
三
度
閏
を
省
く
特
別
の
年
を
設
け
る
正
確
な
規
定
が
付
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も

疑
い
な
い
。
た
だ
し
そ
の
特
別
の
年
は
、
神
武
天
皇
即
位
年
を
紀
元
と
す
る
皇
紀

に
則
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
西
暦
に
拠
ら
ず
、
あ
く
ま
で
皇
紀
に
基
づ
い
て
計
算
し
、

皇
紀
二
六
○
○
年
を
閏
年
、
二
七
〇
〇
年
、
二
八
〇
〇
年
、
二
九
〇
〇
年
を
平
年
、

三
〇
〇
〇
年
を
閏
年
と
し
た
点
が
、
市
川
の
改
暦
案
の
真
骨
頂
と
い
え
る
。
こ
の
市

川
案
は
、
明
治
五
年
の
略
暦
案
が
付
さ
れ
る
な
ど
紙
幅
を
要
す
る
大
部
の
も
の
で
あ

る
が
、
後
に
『
法
規
分
類
大
全
』〔
内
閣
記
録
局
、
明
治
二
四
年
〕
に
全
文
掲
載
さ
れ

た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
政
府
関
係
者
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
た
こ
と
が

窺
え
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
改
暦
時
の
日
本
の
科
学
者
ら
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏

法
を
正
確
に
理
解
し
て
お
ら
ず
、「
不
備
」
に
よ
り
そ
の
規
定
を
脱
落
さ
せ
た
と
は

考
え
に
く
い
）
15
（

。

（
3
）
祝
祭
日
の
暦
日
推
歩

　

最
後
は
、
当
時
の
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
法
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
の
よ
り

直
接
的
な
証
拠
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
武
天
皇
の
即
位
日
と
さ
れ
る
紀

元
節
を
、
太
陽
暦
の
い
つ
と
換
算
す
る
か
に
つ
い
て
、
天
文
学
者
・
能
田
忠
亮
は

一
九
六
七
年
に
、二
月
一
一
日
と
い
う
日
付
が
如
何
な
る
手
続
き
で
推
歩
さ
れ
た
か
、

簡
潔
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
は
、
管
見
の
限
り
そ
の
後
の
諸
論
考
で
参
照

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
通
説
の
形
成
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
少
々
長
く
な
る
が
引

用
し
た
い
。

　

従
来
、紀
元
の
日
と
し
て
い
た
神
武
天
皇
即
位
の
辛
酉
年
春
正
月
庚
辰
朔
が
、

現
行
暦
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
換
算
し
て
二
月
一
一
日
で
あ
る
こ
と
は
、
何

人
も
否
定
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
神
武
天
皇
即
位
が
辛
酉
の
年
の
正
月
庚
辰

朔
で
あ
る
と
い
う
記
事
の
見
え
て
い
る
日
本
書
紀
・
巻
三
神
日
本
盤
余
彦
天
皇

の
条
を
何
の
疑
も
な
く
信
用
し
て
の
話
で
あ
る
。

　

今
試
み
に
Ｐ
．
Ｖ
．
Ｎ
ｅ
ｕ
ｇ
ｅ
ｂ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
〔
略
〕
の
表
を
用
い
て
計
算

し
て
み
る
と
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
は
ま
さ
に
西
紀
前
六
六
〇
年
二
月
一
八
日
（
午
後

三
．
八
時
）
が
朔
に
あ
た
る
。
こ
の
日
附
を
現
行
暦
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に

換
算
す
る
為
に
は
、
た
だ
単
に
七
日
を
ユ
リ
ウ
ス
暦
日
か
ら
減
ず
れ
ば
足
る
。

即
ち
当
時
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
二
月
一
八
日
は
今
日
常
用
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
二

月
一
一
日
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
西
紀
前
六
六
〇
年
二
月
一
八
日

は
正
に
年
は
辛
酉
で
あ
り
、
日
の
干
支
は
庚
辰
と
な
る
。
つ
ま
り
、
神
武
天
皇

即
位
の
辛
酉
年
春
正
月
庚
辰
朔
が
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
計
算
す
れ
ば
、
そ
の
二
月

一
八
日
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
現
行
暦
に
採
算
し
て
二
月
一
一
日
を
得
た
の

で
あ
る
）
16
（

。 

こ
こ
で
は
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
暦
日
を
ま
ず
求
め
、
し
か
る
後
に

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
換
算
し
な
お
し
て
い
る
）
17
（

。
後
に
再
度
述
べ
る
が
、
紀
元
節
を
二
月

一
一
日
と
し
た
の
は
改
暦
の
翌
六
年
で
、
改
暦
の
布
告
が
発
さ
れ
て
約
半
年
し
か
経

過
し
て
い
な
い
。
こ
の
暦
日
推
歩
に
は
、
改
暦
に
深
く
関
与
し
た
塚
本
明あ
き
か
た毅

が
）
18
（

関
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わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏
法
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
塚
本
と
い
え
ば
、
明
治
改
暦
の
詔
書
の
文
言
に
、
太

陽
暦
採
用
を
建
言
し
た
彼
の
文
章
が
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
引
用
さ
れ
た
そ
の
人
で
あ

る
）
19
（

。
❸
未
完
の
部
分
を
残
し
た
ま
ま
通
行
し
始
め
た
太
陽
暦

　
　

 
―
祝
祭
日
の
暦
日
推
歩
を
課
題
と
し
て

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
先
の
敗
戦
ま
で
、
暦
は
政
府
の
統
制
下
に
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
官
暦
」
の
み
が
流
通
を
許
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
暦
は
発
禁
処
分
に
処
せ

ら
れ
る
と
い
っ
た
規
制
を
受
け
て
い
た
。
暦
の
統
制
自
体
は
近
世
期
に
も
見
ら
れ
た

が
、
明
治
改
暦
以
降
の
特
筆
す
べ
き
点
の
一
つ
と
し
て
、
暦
面
の
記
載
事
項
全
て
を

政
府
が
管
理
下
に
置
い
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
貞
享
改
暦
以
降
、
暦
面
の

記
載
事
項
の
う
ち
、
食
、
朔さ
く
ぼ
う望

、
二
四
節
気
の
よ
う
な
天
文
学
的
部
分
は
江
戸
の
天

文
方
が
推
算
し
、
日
の
吉
凶
を
示
す
暦
れ
き
ち
ゅ
う注

部
分
は
京
都
の
土つ
ち
み
か
ど

御
門
家
・
幸こ
う
と
く
い

德
井
家

が
天
文
方
か
ら
回
送
さ
れ
て
き
た
原
稿
に
記
入
し
た
）
20
（

。
こ
れ
は
、
幕
府
が
暦
面
の
記

載
事
項
全
て
を
管
理
・
掌
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
暦
か
ら
朝
廷
勢
力
を
一

掃
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
明
治
改
暦
以

降
、
暦
注
は
廃
せ
ら
れ
、
暦
面
の
記
載
事
項
は
政
府
に
よ
っ
て
一
手
に
管
理
さ
れ
る

も
の
と
な
り
、
異
同
の
生
じ
る
際
に
し
か
る
べ
き
公
的
手
続
き
を
要
す
る
対
象
と
な

る
。
祝
祭
日
の
日
取
り
や
暦
面
へ
の
そ
の
記
載
方
法
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ

る
が
、
暦
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
必
須
で
あ
る
置
閏
法
に
つ
い
て
も
対
象
と
な
っ
て

い
く
。

　

明
治
改
暦
に
よ
り
暦
面
に
初
め
て
登
場
す
る
事
項
に
、
皇
紀
紀
元
や
神
武
天
皇
即

位
日
、
歴
代
天
皇
の
祭
日
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
神
武
天
皇
即
位
日
や
歴
代
天
皇

の
祭
日
な
ど
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
太
陽
暦
に
換
算
し
直
し
て
提
示
す
る
必
要
が

あ
り
、
改
暦
時
に
そ
の
計
算
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
次
か
ら
も
窺
え
る
。

神
武
天
皇
即
位
日
を
祝
日
と
し
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
と
、
明
治
改
暦
の
布
告
直
後

の
、
明
治
五
年
一
一
月
一
五
日
に
発
せ
ら
れ
た
次
の
太
政
官
布
告
三
四
四
号
に
よ
っ

て
で
あ
る
。

第
一
月
二
九
日
、
神
武
天
皇
御
即
位
相
当
ニ
付
、
祝
日
ト
被
定
、
例
年
御
祭
典

被
執
行
候
事

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
初
、
神
武
天
皇
即
位
日
は
よ
く
知
ら
れ
る
二
月

一
一
日
で
は
な
く
、
一
月
二
九
日
と
さ
れ
た
。
実
際
、
翌
六
年
に
は
こ
の
日
に
祝
典

が
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
三
月
七
日
の
太
政
官
布
告
第
九
一
号
に
よ
り
神
武
天
皇

即
位
日
は
「
紀
元
節
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
六
月
九
日
に
は
二
月
一
一
日
と

日
取
り
の
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。
直
前
の
五
月
二
八
日
に
は
天
文
局
に
よ
る
歴
代

天
皇
の
祭
日
の
暦
日
推
歩
の
調
査
結
果
が
政
府
に
よ
り
承
認
を
受
け
て
い
る
。
政
府

は
、
紀
元
節
な
ど
の
祝
祭
日
の
日
取
り
を
急
ピ
ッ
チ
で
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

日
本
書
紀
の
記
載
に
よ
れ
ば
神
武
天
皇
の
即
位
は
「
春
正
月
庚
辰
朔
」、
つ
ま
り

一
月
一
日
で
あ
る
。
当
初
の
一
月
二
九
日
と
は
、
旧
暦
・
天
保
暦
の
明
治
六
年
一
月

一
日
を
即
位
日
に
相
当
す
る
と
し
、
そ
の
日
の
太
陽
暦
の
日
付
を
求
め
た
便
宜
的

な
日
取
り
で
あ
る
。
日
本
で
は
歴
史
上
幾
度
も
改
暦
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
天
保
暦

の
一
月
一
日
を
神
武
天
皇
の
即
位
日
と
す
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
が
、
こ
の
計
算

方
法
は
、
歴
代
天
皇
の
祭
日
等
に
お
い
て
も
、
当
座
の
便
宜
的
な
推
算
に
用
い
ら
れ

た
）
22
（

。
と
は
い
え
政
府
も
こ
れ
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
し
、
こ
の
推

算
方
法
を
仮
に
採
用
し
た
場
合
、
祭
日
の
毎
年
移
動
と
い
う
不
都
合
な
事
態
を
招
く

こ
と
も
あ
り
、
改
暦
の
詔
書
を
発
し
た
直
後
、
明
治
五
年
一
一
月
二
四
日
に
前
も
っ

て
次
の
よ
う
な
太
政
官
布
告
第
三
六
〇
号
を
発
し
て
い
る
。

今
般
御
頒
行
相
成
候
、
太
陽
暦
ニ
掲
載
有
之
候
、
御
祝
日
御
祭
日
等
ハ
当
分
御
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仮
定
ノ
儀
ニ
付
、
猶
追
テ
月
日
精
細
推
歩
ノ
上
御
確
定
候
条
、
此
段
為
心
得
相

達
候
事）23
（

つ
ま
り
改
暦
時
に
暦
に
掲
載
さ
れ
た
祝
祭
日
は「
当
分
御
仮
定
」の
も
の
で
あ
り
、「
追

テ
月
日
精
細
推
歩
ノ
上
御
確
定
」
す
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
明

治
政
府
は
改
暦
の
際
に
暦
と
し
て
の
太
陽
暦
は
示
し
た
が
、
神
武
天
皇
即
位
日
や
歴

代
天
皇
の
祭
日
な
ど
国
家
の
祝
祭
日
の
太
陽
暦
へ
の
換
算
ま
で
は
手
が
回
ら
な
い
、

ま
た
は
方
針
が
定
ま
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
改
暦
時
に
政
府
サ

イ
ド
自
体
が
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
完
成
版
の
暦
を
提
示
し
て
い
る
と
は
捉
え
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

改
暦
後
の
暦
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
歴
代
天
皇
の
祭
日
な
ど
は
少
な
く
な
い
数
で

あ
り
、
暦
日
推
歩
に
政
府
は
腐
心
す
る
。
天
皇
中
心
の
中
央
集
権
体
制
の
確
立
を
目

指
す
当
時
の
動
き
と
連
動
し
た
こ
う
し
た
作
業
に
正
当
性
を
も
つ
根
拠
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
多
く
の
欧
米
先
進
諸
国
と
暦
日
を
同
一
に
す
る
こ
と
は

で
き
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、
国
民
に
天
皇
を
中
心
と
す
る
暦
日
意
識
を
醸
成
す
る

祝
祭
日
の
日
取
り
を
も
含
め
た
暦
を
提
示
す
る
必
要
も
、
少
な
く
と
も
一
部
で
は
認

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
側
面
こ
そ
が
、
単
に
欧
米
の
暦
を
そ
の
ま
ま
移
入
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
日
本
の
建
国
物
語
を
反
映
し
た
独
自
の
暦
に
改
暦
し
た
と
す
る
主
張
に

繋
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
化
に
は
、
時
間
が
不
足
し
て
い
た
。

　

紀
元
節
の
み
な
ら
ず
、
後
に
暦
面
か
ら
削
除
さ
れ
る
と
は
い
え
、
歴
代
天
皇
の
祭

日
の
暦
日
推
歩
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
神
武
天
皇
の
即
位
以
来
日
本
が
万
世
一
系
の

皇
統
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
き
た
と
示
す
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
祭
日
を
網
羅
的
に
示
す

こ
と
が
不
可
欠
と
さ
れ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
と
は
い
え
こ
れ
を
正
確
に
行
な
お
う

と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
中
国
に
も
暦
の
な
か
っ
た
時
代
の
暦
日
推
歩
が
含
ま
れ
る
な

ど
、「
専
門
的
な
」
推
歩
作
業
を
要
し
た
。

　

暦
日
推
歩
は
文
部
省
天
文
局
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
調
査
結
果
は
塚
本
な
ど
に
よ
り

審
査
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
暦
日
を
天
文
局
が
い
か
な
る
暦
法
に
従
っ
て
推
歩
し

た
か
は
、
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
六
年
五
月
二
八
日
の
塚

本
の
上
申
に
よ
る
と
、

今
般
御
歴
代
御
祭
日
推
歩
仕
候
ニ
モ
、
支
干
ニ
相
拠
リ
、
簡
法
相
立
、
僅
数
十

日
ニ
テ
出
来
仕
）
24
（

 

と
あ
り
、
推
歩
の
手
が
か
り
と
し
て
書
紀
記
載
の
干
支
に
則
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

「
支
干
ニ
相
拠
リ
」
か
ら
窺
え
る
が
、「
僅
数
十
日
」
で
可
能
と
な
っ
た
肝
心
の
「
簡

法
」
の
中
身
は
不
明
で
あ
る
。

　

歴
代
天
皇
の
祭
日
は
初
期
に
は
暦
面
に
全
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
明
治
一
一
年
六
月

五
日
の
太
政
官
達
第
二
二
号
に
よ
り
、
神
武
天
皇
よ
り
孝
明
天
皇
に
至
る
天
皇
（
並

び
に
后
妃
・
皇
親
）
を
合
祭
、春
と
秋
の
二
季
皇
霊
祭
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。そ
し
て
両
日
は
国
家
の
祭
日
と
し
て
追
加
さ
れ
る
）
25
（

。こ
れ
を
受
け
、同
月
二
六
日
、

来
る
一
二
年
暦
か
ら
暦
面
の
上
額
に
歴
代
天
皇
の
祭
日
と
春
秋
二
季
皇
霊
祭
の
掲
載

如
何
に
つ
い
て
、
東
京
大
阪
頒
暦
商
社
社
長
・
林
立
守
か
ら
内
務
省
図
書
局
に
伺
の

口
上
書
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
七
月
一
三
日
付
で
、
こ
れ
ま
で
掲
載
し
て
き
た
歴

代
天
皇
の
祭
日
の
削
除
と
春
秋
二
季
皇
霊
祭
の
新
た
な
記
載
に
決
着
し
て
い
る
）
26
（

。
改

暦
以
降
、暦
日
推
歩
の
問
題
と
関
連
し
て
、暦
面
の
掲
載
事
項
は
大
き
な
異
同
を
伴
っ

た
が
、
こ
の
皇
霊
祭
の
制
定
で
も
っ
て
ほ
ぼ
落
ち
着
く
こ
と
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
政
府
は
必
ず
し
も
改
暦
時
に
完
成
さ

れ
た
暦
を
発
表
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
ス
パ
ン
で
暦
面
に
手
を
加
え
る

こ
と
を
当
初
か
ら
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
置
閏
法
に
つ
い
て
も
、

政
府
は
改
暦
以
降
に
正
確
に
定
め
た
も
の
を
提
示
す
れ
ば
良
く
、
猶
予
は
あ
る
と
考

え
て
い
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
）
27
（

。
し
か
し
実
際
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政

府
は
置
閏
法
に
つ
い
て
速
や
か
な
対
応
を
せ
ず
、
明
治
三
一
年
の
勅
令
第
九
〇
号
ま

で
補
足
訂
正
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
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❹
改
暦
へ
の
多
様
な
理
解
と
模
索

（
１
）
改
暦
に
つ
い
て
の
数
々
の
建
白

　

明
治
改
暦
の
前
後
期
、
全
国
の
様
々
な
人
々
か
ら
暦
に
か
か
わ
る
建
白
書
が
政
府

に
提
出
さ
れ
た
。
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
公
議
所
、
集
議
院
、
左
院
に
提
出
さ
れ

た
明
治
八
年
ま
で
の
建
白
書
で
、
以
降
そ
の
数
は
極
端
に
減
少
す
る
）
28
（

。
受
付
の
記
録

の
み
で
、
建
白
書
原
本
は
建
白
者
に
返
却
さ
れ
内
容
不
明
の
も
の
も
あ
る
が
、
多
く

は
「
参
考
の
た
め
」
と
し
て
留
置
に
処
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
建
白
書
原
本
に
、

そ
の
全
文
や
要
点
な
ど
を
左
院
の
罫
紙
な
ど
に
浄
書
し
直
し
た
も
の
を
付
し
た
も
の

も
あ
り
、
政
府
内
で
の
閲
覧
を
窺
わ
せ
る
。
初
期
の
も
の
に
は
『
日に
っ
し
ん
し
ん
じ
し

新
真
事
誌
』
な

ど
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
明
治
初
期
の
一
般
の
人
々
が
政
府
へ
意

見
を
述
べ
る
に
は
、
建
白
書
を
提
出
す
る
以
外
方
法
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
全
国

各
地
か
ら
の
建
言
の
数
々
か
ら
は
暦
へ
の
当
時
の
関
心
や
期
待
の
高
さ
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

建
白
タ
イ
ト
ル
の
み
で
内
容
不
明
の
も
の
な
ど
も
含
め
て
、
管
見
の
限
り
で
は
、

改
暦
前
に
は
津
田
真
一
郎
（
真ま
み
ち道
）
）
29
（

、
長
野
卓
之
允
）
30
（

、
市
川
斎
宮
）
31
（

、
高
橋
玉
城
）
32
（

、 

広
川
晴せ
い
け
ん軒
、
）
33
（

弘ひ
ろ
ひ
ろ
し鴻
、
）
34
（

宗
我
彦
麿
）
35
（

、
野
崎
清
太
郎
）
36
（

、
改
暦
後
は
一
万
田
如
水
）
37
（

、
弘
鴻
、

吉
武
玄
敬
）
38
（

、
山
口
逸
郞
）
39
（

、
飯
塚
方
）
40
（

、
天
田
東
）
41
（

、
伊
藤
信
興
）
42
（

、
広
田
節
郎
）
43
（

に
よ
る
建
言

を
確
認
し
て
い
る
）
44
（

。
こ
れ
ら
は
暦
に
か
か
わ
る
建
白
書
の
う
ち
、
改
暦
に
お
い
て
採

用
さ
れ
る
べ
き
暦
に
つ
い
て
触
れ
る
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
）
45
（

。
建
白
者
の
う
ち

津
田
や
市
川
な
ど
は
比
較
的
知
ら
れ
る
が
、そ
の
他
は
自
ら
の
肩
書
き
を「
医
生
」「
村

医
」「
士
族
」「
百
姓
」「
農
」「
副
戸
長
」
な
ど
と
記
し
た
「
無
名
の
」
一
般
人
で
あ
る
。

広
川
や
弘
の
よ
う
に
、
数
学
や
暦
学
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
功
績
か
ら
後
に
歴
史
的

に
掘
り
起
こ
さ
れ
顕
彰
さ
れ
た
人
物
も
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
の
多
く
は
地
域
の

「
知
識
人
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
本
稿

で
は
建
白
者
の
略
歴
等
の
把
握
が
容
易
で
な
い
場
合
、
建
白
書
の
記
述
に
従
う
。

（
２
）
日
本
独
自
の
暦
へ
の
希
求
と
模
索

　

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
建
白
書
を
通
じ
て
、
暦
や
改
暦
に
つ
い
て
の
当
時
の
理
解
の
一

端
を
見
て
い
き
た
い
。【
表
１
】
は
、
建
白
者
と
そ
の
肩
書
き
、
建
白
書
を
提
出
し

た
年
月
と
建
白
書
の
件
名
（
タ
イ
ト
ル
）、
そ
し
て
日
本
が
採
用
す
べ
き
暦
法
、
一

年
の
初
め
で
あ
る
歳さ
い
し
ゅ首

を
い
つ
と
す
る
暦
を
提
案
し
た
か
に
つ
い
て
一
覧
に
し
た
も

の
で
あ
る
）
46
（

。
備
考
に
は
、
暦
法
と
歳
首
以
外
で
、
建
白
者
が
提
案
す
る
暦
案
の
特
筆

す
べ
き
特
徴
を
記
し
た
。
津
田
真
道
に
よ
る
神
武
紀
元
の
採
用
を
訴
え
る
建
言
や
、

野
崎
清
太
郎
に
よ
る
暦
注
の
改
善
を
具
体
的
に
提
案
す
る
建
言
の
例
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
建
白
内
容
は
雑
多
で
多
岐
に
亘
り
、
全
て
で
暦
法
に
か
か
わ
る
具
体
的
な

改
暦
案
が
提
起
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
暦
案
に
具
体
的
に
触
れ
る
建
白
で

は
、太
陽
暦
の
採
用
と
と
も
に
、現
代
で
は
考
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、立
春（
二

月
四
日
）
歳
首
の
提
案
と
い
う
一
定
の
傾
向
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
如
何
な

る
理
由
か
ら
こ
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
た
か
を
個
別
に
見
る
前
に
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
が
結
果
す
る
重
大
な
帰
結
、
す
な
わ
ち
立
春
を
歳
首
と

す
る
と
、
太
陽
暦
が
ユ
リ
ウ
ス
暦
か
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
欧
米
諸
国

と
暦
日
の
ズ
レ
を
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
科
学
者
の
か
な
り
の
者
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
正

確
に
理
解
し
て
い
た
し
、
実
際
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
改
暦
案
を

提
起
し
た
。
彼
ら
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
使
用

せ
ず
、
多
く
の
欧
米
諸
国
と
暦
日
の
ズ
レ
を
帰
結
さ
せ
る
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
暦

を
わ
ざ
わ
ざ
提
案
し
た
。
彼
ら
の
そ
れ
を
す
る
理
由
や
背
景
は
い
ず
こ
に
あ
っ
た
の

か
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
全
て
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
建
白
書
で
提
起
さ

れ
た
具
体
的
な
暦
案
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
案
を
建
言
す
る
理
由
に
も
目
配

り
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

○
市
川
斎
宮

　

最
初
期
に
科
学
的
知
見
に
裏
打
ち
さ
れ
た
高
い
精
度
の
暦
案
を
建
言
し
た
の
が
、
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建
白
者

肩
書

年
月

件
名

暦
法

歳
首

備
考

津
田
真
一
郎

刑
法
官
権
判
事

明
治
2
年
4
月

年
号
ヲ
廃
シ
一
元
ヲ
可
建
ノ
議

「
橿
原
ノ
　
聖
世
　
御
即
位
ノ
年
ヲ
以
テ
、
元
ヲ
建
」（
神
武
紀
元
，
皇
紀
）
の
提
唱
。

長
野
卓
之
允

昌
平
学
校
教
授
試
補

明
治
2
年
4
月

暦
ヲ
改
正
ス
ル
ノ
議

「
暦
注
」
の
廃
止
を
提
案
。

市
川
斎
宮
＊

京
都
兵
学
所
御
用
掛

明
治
2
年
6
月

暦
法
議
案

太
陽
暦

立
春

津
田
の
提
唱
し
た
神
武
紀
元
を
「
至
当
の
説
」
と
し
，
皇
紀
を
利
用
し
た
置
閏
法
を
有
す
る
暦

法
を
提
案
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
へ
の
参
照
が
窺
え
る
。
月
の
日
数
に
も
言
及
が
あ
り
，
1・
2・
8・
9・

10・
11・
12
月
を
30
日
，
そ
の
他
を
31
日
と
し
た
。
閏
年
は
子
辰
申
年
で
，
閏
日
は
12
月
に

置
く
。

明
治
5
年
11
月

（
暦
法
改
正
之
議
）

太
陽
暦

立
春

陸
軍
省
か
ら
上
申
さ
れ
た
改
暦
案
。「
暦
法
議
案
」（
明
治
2
年
）
と
ほ
ぼ
同
一
。

高
橋
玉
城

西
大
路
藩

明
治
2
年
11
月

改
暦
ス
ヘ
キ
事

（
建
議
書
，
未
見
。）

広
川
晴
軒

百
姓

明
治
3
年
8
月

暦
法
改
革
之
事

太
陽
暦

太
陽
暦
の
採
用
の
建
議
。「
毎
百
年
去
閏
一
日
、
至
四
百
年
即
不
去
閏
日
」
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の

置
閏
法
に
正
確
な
言
及
が
見
ら
れ
，
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
想
定
し
て
い
る
。

弘
鴻
＊

士
族
（
山
口
県
）

明
治
3
年
8
月

（
改
暦
建
議
）

太
陽
暦

立
春

神
武
紀
元
の
採
用
。
月
の
日
数
に
も
言
及
が
あ
り
，
1・
2・
8・
9・
10・
11・
12
月
を
30
日
，

そ
の
他
を
31
日
と
し
た
。
閏
は
約
4
年
に
一
度
で
，12
月
に
置
か
れ
る（
市
川
案
と
ほ
ぼ
同
一
）。

明
治
7
年
2
月

太
陽
暦
躔
度
之
議

太
陽
暦

立
春

明
治
3
年
の
案
と
ほ
ぼ
同
一
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
の
400
年
に
3
度
閏
を
省
く
置
閏
法
に
つ
い

て
の
正
確
な
言
及
が
あ
る
。

宗
我
彦
麿

士
族
（
名
東
県
）

明
治
5
年
9
月

太
陰
暦
ヲ
廃
シ
太
陽
暦
ヲ
用
ヒ

航
海
測
量
及
外
国
交
際
ノ
便
宜

ヲ
計
ラ
ン
コ
ト
ヲ
議
ス

太
陽
暦

太
陽
暦
の
採
用
を
提
言
。
日
曜
日
を
府
県
諸
局
の
休
日
に
定
め
る
な
ど
，
外
国
交
際
の
便
宜
を

計
る
た
め
に
外
国
と
同
一
に
す
る
こ
と
を
提
案
。

野
崎
清
太
郎

士
族
（
東
京
府
）

明
治
5
年
10
月

改
暦
建
白

「
暦
注
」
の
改
善
を
提
案
。
暦
法
の
変
更
は
し
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

一
万
田
如
水

医
生
（
熊
谷
県
）

明
治
6
年
12
月

太
陽
太
陰
合
暦
之
建
白

暦
法
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
な
い
。
暦
は
庶
民
の
生
活
の
便
宜
に
適
う
べ
き
で
，
暦
面

に
太
陰
暦
は
必
須
と
提
言
。

吉
武
玄
敬
＊

医
（
大
分
県
）

明
治
7
年
9
月

改
暦
国
益
之
議

太
陽
暦

立
春

月
の
日
数
に
も
言
及
が
あ
り
，
1・
2・
4・
6・
8・
10・
11
月
を
30
日
，
そ
の
他
を
31
日
と
し
た
。

閏
は
2
月
に
置
く
。

山
口
逸
郎
＊

士
族
（
名
東
県
）

明
治
7
年
10
月

正
季
節
廃
比
較
暦

太
陽
暦

立
春

民
心
に
適
し
た
暦
に
す
る
た
め
に
，
立
春
歳
首
の
暦
を
提
案
。

飯
塚
方
＊

農
（
熊
谷
県
）

明
治
7
年
12
月

太
陽
暦
頒
行
之
議

太
陽
暦

立
春

具
体
案
は
な
い
が
，
配
月
の
序
を
西
洋
の
暦
と
同
一
に
し
な
く
て
良
い
と
し
た
。

天
田
東

農
（
小
田
県
）

明
治
8
年
2
月

（
改
暦
建
言
之
議
）

庶
民
が
旧
暦
を
好
み
，
新
暦
を
厭
う
情
実
と
景
況
の
訴
え
。

伊
藤
信
興

農
（
山
城
国
）

明
治
8
年
3
月

（
暦
面
ヘ
旧
暦
ノ
下
段
吉
凶
ヲ
加

度
ノ
議
）

「
暦
注
」
の
掲
載
を
提
案
。

広
田
節
郎

副
戸
長
（
名
東
県
）

明
治
8
年
3
月

（
改
暦
ノ
議
）

紀
元
節

月
を
設
け
ず
，
365
日
を
1
年
と
す
る
暦
を
提
案
。
太
陽
暦
の
採
用
を
前
提
と
す
る
。

表
1
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先
に
も
挙
げ
た
市
川
斎
宮
で
あ
る
。
既
に
見
た
明
治
五
年
一
一
月
の
陸
軍
省
か
ら
正

院
へ
上
申
さ
れ
た
改
暦
案
は
、
そ
の
三
年
ほ
ど
前
の
明
治
二
年
六
月
に
公
議
所
に
建

言
さ
れ
た
市
川
の
「
暦
法
議
案
」
を
元
と
し
て
い
る
）
47
（

。
両
者
は
文
面
や
数
字
な
ど
に

細
か
な
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
暦
案
は
同
一
と
い
え
る
。

　

市
川
は
、
明
治
二
年
四
月
の
津
田
に
よ
る
皇
紀
紀
元
採
用
を
訴
え
る
建
議
を
う

け
、
そ
の
二
ヶ
月
後
に
「
年
号
を
廃
し
元
を
立
て
た
も
ふ
べ
き
を
建
議
せ
し
は
至
当

の
説
」
）
48
（

と
津
田
を
擁
護
し
、
皇
紀
紀
元
を
組
み
入
れ
た
改
暦
案
を
建
言
し
た
。
皇
紀

を
組
み
入
れ
た
最
初
期
の
改
暦
案
で
あ
る
。
暦
案
を
提
案
す
る
理
由
と
し
て
は
、
従

来
の
暦
は
月
の
運
行
を
基
本
と
し
た
た
め
、
朔
望
を
知
る
に
は
便
利
だ
っ
た
が
、
年

に
よ
り
月
の
季
節
が
ず
れ
、
閏
月
を
適
宜
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
そ
の
煩

雑
さ
を
挙
げ
る
。
皇
紀
を
ベ
ー
ス
と
す
る
太
陽
暦
へ
の
改
暦
に
よ
り
、「
宇
宙
未
曾

有
の
連
綿
長
久
の
皇
統
を
天
下
万
国
に
提
示
」
）
49
（

で
き
、
数
年
後
の
航
海
暦
も
作
成
で

き
航
海
に
大
利
益
を
も
た
ら
し
、
数
十
年
後
の
年
月
日
を
指
定
し
て
人
と
約
束
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
数
百
年
後
の
日
月
蝕
も
示
す
こ
と
が
で
き
、
閏
月
が
無
く
な
り
、

ひ
と
た
び
月
毎
の
日
数
を
知
れ
ば
毎
年
の
大
小
を
覚
え
る
必
要
も
な
い
、
お
お
よ
そ

月
ご
と
の
季
節
が
一
致
す
る
た
め
農
業
に
も
利
益
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

置
閏
法
に
つ
い
て
は
、
四
年
ご
と
の
閏
年
の
年
を
「
子
年
辰
年
申
年
」
と
す
る
。

四
年
毎
の
閏
に
つ
い
て
は
皇
紀
を
ベ
ー
ス
に
し
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
結
果
と
し

て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
閏
年
と
同
一
と
な
る
。
四
〇
〇
年
に
三
度
、
特
別
な
平
年
を
置

く
方
法
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
皇
紀
に
則
り
、
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を

閏
、
二
七
〇
〇
年
、
二
八
〇
〇
年
、
二
九
〇
〇
年
を
平
年
と
し
た
。
建
白
書
に
付
さ

れ
た
明
治
二
年
の
暦
に
よ
る
と
、
年
始
は
立
春
（
二
月
四
日
頃
）
に
置
か
れ
る
。
月

の
日
数
は
大
の
月
三
一
日
と
小
の
月
三
〇
日
の
み
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
並
べ
方
も

三
、四
、五
、六
、七
月
を
大
の
月
、
そ
れ
以
外
の
月
を
小
の
月
と
し
た
。
閏
が
あ
る
年

に
つ
い
て
は
、
一
二
月
に
閏
日
を
加
え
、
三
一
日
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
則
に
則
る

と
、
二
四
節
気
の
う
ち
立
春
は
元
日
、
清
明
は
三
月
一
日
、
芒
種
は
五
月
一
日
、
白

露
は
八
月
二
日
、
冬
至
は
一
一
月
一
七
日
と
ほ
ぼ
毎
年
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
毎
年
の
暦
を
確
認
し
な
く
て
も
節
気
を
把
握
で
き
る
点
を
こ
の
暦
案
の
長
所

と
す
る
。

　

市
川
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
参
考
に
し
つ
つ
、
立
春
を
年
始
と
す
る
な
ど
こ
れ
ま

で
の
日
本
の
伝
統
的
暦
日
感
覚
を
最
大
限
尊
重
・
継
承
し
、
日
本
の
農
業
生
産
に
適

合
し
や
す
い
暦
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
置
閏
法
に
皇
紀
紀
元
を
用
い
る
な

ど
、
日
本
と
い
う
国
の
建
国
を
色
濃
く
反
映
で
き
日
本
の
独
自
性
の
主
張
が
含
ま
れ

る
改
暦
案
に
こ
だ
わ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
皇
紀
に
則
っ
た
置

閏
法
や
立
春
歳
首
の
採
用
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
暦
日
の
大
幅
な
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
市
川
が
、
太
陽
暦
へ
の
改
暦
を
主
張
し
た
と
い
っ
て
も
、
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
と
暦
日
を
同
一
に
す
る
必
要
性
を
微
塵
も
感
じ
て
い
な
い
―
―
欧
米
の
暦

と
同
一
の
も
の
を
日
本
に
移
入
し
採
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
―
―
こ
と
が

窺
え
る
。

○
弘
鴻

　

月
毎
の
日
数
の
配
列
に
つ
い
て
市
川
の
改
暦
案
と
奇
し
く
も
同
一
の
暦
案
を
建
言

し
た
の
が
、
弘
鴻
で
あ
る
。
弘
は
明
治
七
年
一
月
に
山
口
県
県
令
・
中
野
梧
一
宛
に

建
白
書
を
提
出
、
同
年
二
月
五
日
付
で
中
野
か
ら
左
院
の
副
議
長
・
伊
地
知
正
治
宛

に
提
出
さ
れ
、左
院
留
置
と
な
っ
た
。
建
白
書
は
左
院
の
罫
紙
に
浄
書
さ
れ
て
お
り
、

政
府
内
で
の
回
覧
を
窺
わ
せ
る
。

　

弘
は
明
治
三
年
八
月
に
も
建
言
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
受
け
た
も
の

を
明
治
七
年
に
再
度
、
改
暦
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
暦
が
好
ま
れ
用
い
ら
れ
る
状
況

に
黙
止
し
が
た
い
と
し
て
建
白
書
を
提
出
し
た
）
50
（

。
弘
は
新
暦
が
時
候
と
合
っ
て
お
ら

ず
不
便
で
あ
る
た
め
好
ま
れ
な
い
の
だ
と
し
、
歳
首
は
「
皇
国
」
に
お
け
る
人
事
の

適
当
な
時
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
。
西
洋
の
暦
法
の
そ
の
ま
ま
の
移
入
・
採
用
に
痛

烈
な
批
判
を
行
な
う
と
同
時
に
、
中
国
の
暦
法
に
も
拠
ら
な
い
太
陽
暦
を
作
る
べ
き

と
も
付
け
加
え
て
い
る
。

　

弘
の
改
暦
案
に
よ
る
と
、
一
年
は
三
六
五
日
の
平
年
と
、
お
お
よ
そ
四
年
ご
と
に

そ
の
終
わ
り
に
一
日
の
閏
を
置
い
た
、
三
六
六
日
の
閏
年
か
ら
成
る
。
お
お
よ
そ
四
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年
と
す
る
の
は
、
約
一
三
〇
年
ご
と
に
一
度
、
五
年
ご
と
に
一
日
の
閏
を
置
く
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
な
規
則
の
必
要
性
が
注
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
一
〇
〇
年
ご
と
に
閏
日

を
置
か
な
い
平
年
、
四
〇
〇
年
に
閏
日
を
置
く
と
し
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
の
置
閏
法

の
正
確
な
記
述
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
欧
米
諸
国
の
採
用
す
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

を
完
全
に
理
解
し
た
上
で
、
日
本
独
自
の
暦
を
打
ち
立
て
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

年
始
は
立
春
に
置
く
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
月
の
配
列
に
つ
い
て
は
月
と
い
う
言
葉

を
用
い
ず
、
一
年
を
一
二
節
に
分
け
、
第
一
・
二
・
八
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
節
を

三
〇
日
と
し
、
そ
れ
以
外
を
三
一
日
と
す
る
。
閏
年
は
第
一
二
節
を
三
一
日
と
す

る
。
二
十
四
節
気
の
う
ち
立
春
は
必
ず
歳
首
で
あ
り
、
残
り
二
三
節
気
は
お
お
よ
そ

節
の
第
一
日
か
一
六
日
と
な
り
、
年
に
よ
っ
て
は
一
・
二
日
の
ズ
レ
が
生
じ
る
の
み

で
毎
年
定
日
と
な
る
た
め
、
一
度
覚
え
て
し
ま
え
ば
便
利
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
あ

た
り
は
市
川
案
と
ほ
ぼ
同
一
な
の
が
興
味
深
い
。
注
目
に
値
す
る
の
が
、
紀
元
節
は

第
一
節
第
一
日
、
天
長
節
は
第
九
節
の
第
二
二
日
と
定
日
と
す
る
な
ど
、
祝
日
の
暦

日
を
旧
暦
の
そ
れ
の
ま
ま
に
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
神
武
天
皇
正
朔
ヲ

立
サ
セ
ラ
レ
候
御
神
慮
、
且
今
般
御
即
位
ノ
年
ヲ
紀
元
ト
被
仰
出
候
御
主
意
ニ
モ
能

被
為
叶
、
二
千
五
百
有
余
年
連
綿
タ
ル
授
時
ノ
重
命
確
乎
タ
ル
処
ヲ
万
民
一
途
ニ
奉

戴
」
）
51
（

で
き
る
と
す
る
。
確
か
に
歳
首
を
立
春
と
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ
旧
暦
の
暦
日
感

覚
と
一
致
す
る
た
め
、
旧
暦
の
暦
日
を
新
暦
で
使
用
し
た
と
し
て
も
さ
ほ
ど
違
和
感

は
な
い
だ
ろ
う
。

　

弘
は
、
西
洋
に
も
中
国
に
も
拠
ら
な
い
太
陽
暦
に
再
度
改
暦
す
べ
き
と
し
て
、
自

ら
の
改
暦
案
を
建
言
し
た
。
西
洋
だ
け
で
な
く
中
国
に
も
拠
ら
な
い
と
し
た
点
は
、

日
本
の
暦
が
長
ら
く
中
国
の
暦
法
を
使
用
・
参
考
に
し
た
歴
史
か
ら
考
え
て
も
見
逃

し
が
た
く
、
弘
が
、
従
来
の
暦
の
伝
統
か
ら
も
既
存
の
西
洋
の
暦
と
も
異
な
る
、
日

本
独
自
の
全
く
新
し
い
暦
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
皇
紀
紀
元

の
採
用
や
紀
元
節
の
日
取
り
な
ど
に
お
い
て
、
日
本
の
建
国
や
皇
統
の
連
続
性
を
表

現
し
う
る
暦
を
構
想
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

○
吉
武
玄
敬

　

同
時
期
に
、
立
春
を
歳
首
と
す
る
太
陽
暦
の
採
用
を
左
院
に
建
白
し
た
人
物
は
他

に
も
い
る
。
吉
武
玄
敬
は
明
治
七
年
九
月
一
八
日
に
建
白
書
を
左
院
に
提
出
、
留
置

と
な
っ
た
。
建
白
書
に
は
左
院
の
罫
紙
に
浄
書
さ
れ
た
も
の
も
付
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
も
政
府
内
で
の
回
覧
を
窺
わ
せ
る
。

　

吉
武
に
よ
る
と
、
こ
の
ま
ま
旧
暦
使
用
の
増
加
が
続
け
ば
人
々
は
旧
暦
に
復
す
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
王
ノ
正
月
」
と
「
民
間
ノ
正
月
」
が
別
に
行
な
わ
れ
る
こ

と
を
意
味
し
大
変
不
都
合
だ
と
す
る
。
各
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
暦
が
あ
る
べ
き
だ
と

し
、「
一
国
一
暦
」
を
主
張
す
る
）
52
（

。
そ
し
て
旧
暦
使
用
を
禁
じ
、
次
の
よ
う
な
暦
を

採
用
す
れ
ば
、
誰
一
人
と
し
て
新
暦
を
用
い
な
い
人
は
い
な
い
と
断
ず
る
。

　

立
春
を
歳
首
と
し
節
分
を
歳
暮
と
す
る
太
陽
暦
を
採
用
す
る
。
半
日
一
日
の
ズ
レ

が
あ
っ
た
と
し
て
も
わ
か
り
や
す
さ
を
重
視
し
、
二
十
四
節
気
を
毎
月
一
日
と
一
五

日
に
置
く
。
満
月
を
記
す
。
月
の
日
数
は
、
三
〇
日
か
三
一
日
の
み
で
、
一
・
二
・
四
・

六
・
八
・
一
〇
・
一
一
月
を
三
〇
日
、
残
り
の
月
を
三
一
日
と
し
た
上
で
、
閏
年
に
は

二
月
を
三
一
日
と
す
る
。
ま
た
他
の
建
白
者
に
は
見
ら
れ
な
い
特
筆
す
べ
き
特
徴
と

し
て
仏
教
関
係
の
祭
日
に
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
二
月
一
五
日
、
七
月
一
日
、
八

月
一
五
日
に
祭
日
を
置
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　

吉
武
の
建
議
自
体
は
短
く
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
王
ノ
正
月
」
を
一
人
残

ら
ず
皆
が
行
な
う
た
め
に
、
そ
れ
に
適
う
ミ
ニ
マ
ム
で
は
あ
る
が
具
体
的
な
案
を
提

起
し
た
も
の
と
言
え
る
。「
一
国
一
暦
」
の
主
張
は
、
他
国
が
使
用
す
る
既
存
の
暦

の
採
用
を
否
定
し
、
日
本
独
自
の
暦
の
採
用
を
必
然
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。

○
山
口
逸
郎

　

吉
武
ほ
ど
詳
細
な
暦
案
を
提
起
し
て
い
な
い
が
、
近
い
立
場
か
ら
建
言
を
行
な
っ

た
人
物
に
山
口
逸
郎
が
い
る
。
山
口
に
よ
る
建
白
書
は
明
治
七
年
一
〇
月
に
左
院
に

提
出
さ
れ
、
翌
年
一
月
に
左
院
留
置
と
な
っ
た
。
左
院
の
罫
紙
に
浄
書
さ
れ
た
建
白

の
抄
略
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、政
府
内
で
閲
覧
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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ま
た
こ
の
建
白
書
は
、『
日
新
真
事
誌
』（
明
治
八
年
三
月
一
四
日
）
誌
上
に
全
文
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

　

山
口
も
吉
武
同
様
、新
暦
使
用
の
芳
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
新
暦
は
、

「
秋
収
悉
ク
終
ラ
サ
ル
ニ
、
既
ニ
一
月
一
日
ヲ
賀
ス
」
と
い
う
季
節
感
に
合
わ
な
い

暦
で
あ
り
、民
心
に
適
さ
な
い
た
め
、多
く
は
「
陽
従
陰
背
」
の
態
度
で
旧
暦
に
従
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
暦
面
で
陰
陽
の
比
較
対
照
が
で
き
る
こ
と
は
、
人
々
を
し

て
ま
す
ま
す
陽
暦
を
遵
守
さ
せ
な
い
か
ら
、
比
較
暦
を
廃
し
た
上
で
、
新
た
に
満
月

を
加
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
の
上
で
、
露
西
亜
の
よ
う
に
陽
暦
を
用
い
て
も
歳

首
が
異
な
る
国
も
あ
る
か
ら
）
53
（

、「
皇
国
」
も
立
春
を
歳
首
と
す
る
太
陽
暦
を
採
用
す

べ
き
と
唱
え
た
）
54
（

。

○
飯
塚
方

　

飯
塚
方
に
よ
る
「
太
陽
暦
頒
行
之
議
」
と
題
す
る
建
言
書
は
、
明
治
七
年
一
二
月

に
左
院
に
提
出
さ
れ
、
翌
年
一
月
に
左
院
に
「
参
照
ノ
為
メ
留
置
」
と
な
っ
た
。

　

実
は
こ
の
建
言
書
の
ほ
ぼ
同
一
内
容
を
、
弘
鴻
の
備
忘
録
ノ
ー
ト
中
、
明
治
六
年

一
二
月
「
当
初
ノ
内
抜
抄
」
と
年
月
と
件
名
を
記
さ
れ
た
箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。「
新
聞
紙
ヲ
仮
テ
以
テ
民
情
ヲ
露
呈
シ
」
と
あ
る
か
ら
新
聞
に
投
書
さ
れ
た
も

の
を
弘
が
個
人
的
に
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
出
典
は
不
明
で
あ
る
）
55
（

。
こ
れ

に
よ
る
と
飯
塚
の
主
張
の
骨
子
は
後
の
明
治
七
年
の
建
議
と
変
ら
な
い
が
、
書
き
方

に
や
や
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
「
或
曰
ク
、月
ヲ
配
ス
ル
ノ
序
、

西
洋
ニ
仍
符
ス
ル
、
彼
ノ
正
朔
ヲ
奉
ズ
ル
ニ
似
タ
リ
ト
」
と
い
っ
た
一
文
は
明
治
七

年
の
建
白
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
飯
塚
が
後
の
建
白
書
で
こ
れ
を
削
っ
た
理
由
は

不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
に
は
飯
塚
の
現
行
暦
へ
の
根
本
的
態
度
が
現
れ
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
彼
ノ
正
朔
ヲ
奉
ズ
ル
ニ
似
タ
リ
」
と
す
る
表
現
か
ら
は
、

日
本
が
西
洋
の
属
国
に
等
し
い
国
に
な
っ
た
と
の
痛
烈
な
皮
肉
と
批
判
を
見
る
こ
と

が
で
き
、
西
洋
の
暦
の
そ
の
ま
ま
の
移
入
・
採
用
へ
の
異
議
を
表
明
し
て
い
る
。
建

白
書
に
お
い
て
は
、
日
本
の
「
西
洋
ニ
符
ス
ル
ヲ
勉
ム
」）56
（

姿
勢
へ
の
批
判
が
な
さ

れ
る
が
、
や
や
穏
当
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。
東
洋
の
紀
元
は
西
洋
と
は
異
な
る
か

ら
、
配
月
の
序
も
異
な
っ
て
良
い
と
さ
れ
、
農
閑
期
に
あ
た
る
立
春
を
歳
首
と
し
、

陰
暦
の
合
刻
（
新
旧
暦
の
対
照
）
も
廃
し
た
太
陽
暦
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

　

飯
塚
は
、
立
春
歳
首
・
太
陽
暦
の
採
用
を
唱
え
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
配
月
の

序
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
案
を
し
な
い
。
吉
武
や
山
口
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

改
暦
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
暦
使
用
が
続
く
状
況
へ
の
危
機
意
識
か
ら
、
民
間
で
使

用
さ
れ
や
す
い
太
陽
暦
案
を
具
体
的
に
提
起
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
わ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
飯
塚
に
あ
っ
て
は
、
政
府
の
西
洋
追
従
の
姿
勢
へ
の
違
和
感
と
、
そ
れ

に
対
す
る
警
告
と
訂
正
の
表
明
に
重
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
五
つ
の
建
白
書
を
概
観
し
た
。
い
ず
れ
も
、
建
白
理
由
に
言
及
し
た
上
で
、

日
本
が
採
用
す
べ
き
暦
案
に
触
れ
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
目
指
さ
れ
た
暦
は

日
本
独
自
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
太
陽
暦
採
用
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
行

の
西
洋
の
暦
を
そ
の
ま
ま
移
入
・
採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
暦
日
意
識
に
適

合
し
、「
皇
国
」
の
国
体
を
明
ら
か
に
す
る
、
独
自
の
暦
を
提
案
す
る
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。

　

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
な
ど
の
太
陽
暦
で
は
、
歳
首
は
冬
至
、
春
分
、
立
春
な
ど
と
天
文

学
上
関
係
な
く
、
無
意
味
と
さ
れ
る
）
57
（

。
こ
れ
は
欧
米
で
歳
首
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
明
治
改
暦
時
の
建
白
者
の

多
く
は
、
天
文
学
的
な
意
味
と
は
異
な
る
も
の
の
、
歳
首
に
強
い
関
心
を
示
し
た
。

こ
れ
に
は
、（
イ
）
歳
首
が
、
直
前
に
一
年
の
生
産
活
動
を
元
に
年
間
の
借
金
精
算

を
行
な
っ
た
上
で
、
年
始
の
祝
い
を
す
る
と
い
う
、
年
間
を
通
じ
て
最
も
重
要
な
生

活
上
の
節
目
で
あ
っ
た
と
い
う
生
産
・
経
済
活
動
上
の
理
由
、
そ
し
て
（
ロ
）
伝
統

的
な
暦
の
思
想
が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
正せ
い
さ
く朔
ヲ
奉
ズ
ル
」
と
い
う
飯

塚
の
建
白
書
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
東
洋
の
伝
統
的
な
「
正
朔
」
思
想
を
通
じ
て
暦
を
捉

え
る
視
点
が
明
治
初
期
の
日
本
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

明
治
改
暦
時
の
国
外
に
視
点
を
向
け
る
と
、
現
在
と
比
べ
て
、
世
界
各
地
で
種
々

の
異
な
る
暦
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
は
伝
統
的
に
中
国
を
中
心
と
し
た
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太
陰
太
陽
暦
が
使
用
さ
れ
、
改
暦
前
ま
で
の
日
本
も
例
に
漏
れ
ず
長
ら
く
そ
の
使
用

を
続
け
て
い
た
。
中
国
で
は
伝
統
的
に
天
体
の
動
き
を
忠
実
に
反
映
し
た
正
確
な
暦

を
作
る
こ
と
が
皇
帝
の
権
利
で
あ
り
、
責
務
で
も
あ
る
と
さ
れ
、
他
国
が
そ
の
暦
を

使
用
す
る
こ
と
を
「
正
朔
を
奉
ず
る
」
と
し
政
治
的
な
服
従
の
証
拠
と
捉
え
る
思
想

が
あ
る
。
こ
の
「
正
朔
」
と
は
、通
常
は
「
暦
法
」
そ
の
も
の
を
指
す
が
、も
と
は
「
正

月
朔
」
す
な
わ
ち
歳
首
（
年
始
）
を
意
味
し
た
と
言
わ
れ
る
。
皇
帝
が
定
め
た
暦
に

よ
っ
て
、
歳
首
と
月
名
が
決
ま
り
、
新
た
な
歳
首
を
も
つ
暦
を
使
用
す
る
こ
と
が
王

朝
の
独
自
性
の
急
所
で
あ
っ
た
）
58
（

。
建
白
書
に
お
い
て
歳
首
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の

は
、
第
一
義
的
に
は
日
本
の
生
産
活
動
と
長
ら
く
培
わ
れ
た
暦
日
意
識
に
適
う
暦
の

制
定
を
意
図
し
た
こ
と
に
拠
ろ
う
が
、
歳
首
を
重
視
す
る
伝
統
的
思
想
も
影
響
し
て

い
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

明
治
改
暦
で
日
本
は
、
東
ア
ジ
ア
で
最
初
の
（
し
た
が
っ
て
唯
一
の
）
太
陽
暦
採

用
国
と
な
る
。
こ
れ
は
中
牧
弘
允
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
が
中
国
文
明
か
ら
の

離
脱
と
西
洋
文
明
へ
の
転
換
を
は
か
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
）
59
（

。
そ
し
て
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
福
沢
諭
吉
の
『
改
暦
弁
』（
明
治
六
年
）
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
開
化
を
推
進
す
る
知
識
人
は
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
太
陽
暦
の
メ
リ
ッ
ト

を
喧
伝
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
太
陽
暦
（
一
般
的
に
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
と
さ
れ
る
）
以
外
の
太
陽
暦
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
も
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
も
な
い
太

陽
暦
）
の
可
能
性
が
当
時
あ
っ
た
こ
と
を
見
え
に
く
く
す
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
当
時
の
人
々
が
お
し
な
べ
て
西
洋
で
使
用
さ
れ
る
暦
の
完
全
な
る
模
倣
を

良
し
と
し
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
西
洋
の
暦
を
そ
の
ま

ま
採
用
す
る
こ
と
に
抗
い
、
日
本
独
自
の
、
天
皇
が
統
治
す
る
「
皇
国
」
の
「
正
朔
」

を
模
索
す
る
こ
と
で
、
独
立
国
の
矜
持
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
の
は
あ
な
が

ち
牽
強
付
会
と
は
言
え
ま
い
。

　

こ
れ
ら
建
白
書
の
内
容
は
、
暦
に
関
わ
る
多
様
な
理
解
の
存
在
と
、
日
本
と
い
う

国
に
ふ
さ
わ
し
い
暦
を
模
索
す
る
姿
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
明
治
六
年
に
採
用

さ
れ
た
暦
は
、当
時
存
在
し
た
多
く
の
可
能
性
の
一
つ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に
―
置
閏
法
の
規
定
の
「
不
備
」
に
つ
い
て

　

明
治
改
暦
の
詔
書
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
四
年
毎
に
閏
を
置
く
と
の
み
あ

り
、
一
〇
〇
年
毎
の
平
年
や
四
〇
〇
年
毎
の
閏
年
に
か
か
わ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
特
有

の
置
閏
法
の
規
定
が
見
ら
れ
な
い
。
四
年
毎
に
閏
を
置
く
と
の
み
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
筆
者
は
、
そ
れ
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
場
合
に
調
停
の
困
難
な
問
題
が
噴
出
す
る

た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
天
文
学
者
・
青
木
信
仰
は
『
時
と
暦
』
の
な
か

で
、
同
様
の
趣
旨
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

改
暦
の
太
政
官
達
に
四
年
毎
の
閏
日
の
こ
と
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
に

つ
い
て
は
、
従
来
は
っ
き
り
と
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
見
で
は
、
こ
れ

は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏
法
が
は
っ
き
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は

な
く
、
こ
の
特
別
の
平
年
を
い
つ
に
す
る
か
、
す
な
わ
ち
、
さ
し
あ
た
っ
て

は
一
九
〇
〇
年
に
す
る
か
、
一
九
四
〇
年
に
す
る
の
か
の
議
論
が
ま
と
ま
ら
な

か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
を
純
粋
の
洋
学
派
と
皇
学
派
的
洋
学

派
（
？
）
と
の
対
立
と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
）
60
（

。 

青
木
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
急
所
で
あ
る
置
閏
法
こ
そ
が
論
争
の
火
種
に
な
り
う
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
西
暦
「
一
九
〇
〇
年
」
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
れ
ば
特
別

の
平
年
で
あ
る
が
、
皇
紀
で
計
算
す
る
と
、
こ
の
年
は
皇
紀
二
五
六
〇
年
で
あ
る
。

一
方
、
西
暦
「
一
九
四
〇
年
」（
昭
和
一
五
年
）
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
と
な
り
、
実

際
に
皇
紀
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
区
切
り
目
と
さ
れ
、
皇
紀
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
年

に
当
た
る
。
い
ず
れ
が
特
別
の
年
と
い
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
市
川
は

皇
紀
に
則
っ
て
、「
二
六
〇
〇
年
」
を
四
〇
〇
年
毎
に
置
か
れ
る
特
別
の
閏
年
と
す

る
暦
案
を
提
起
し
た
。

　

改
暦
の
詔
書
は
明
治
五
年
一
一
月
に
発
せ
ら
れ
た
。
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
下



国立歴史民俗博物館研究報告
第 228集　2021年 3月

514

で
、
改
暦
直
後
の
翌
年
二
月
に
よ
う
や
く
禁
教
の
高
札
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
。
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
の
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
暦
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
暦
の
伝
統
的
思
想
か
ら
は
、
こ
の
暦
の
そ
の
ま
ま
の
使

用
は
、
西
洋
諸
国
へ
の
服
従
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
屈
服
す
る
こ
と
を
も
含
意
し

た
）
61
（

。
柳
田
國
男
に
よ
る
と
、
実
際
に
当
時
の
人
々
の
な
か
に
は
、「〔
改
暦
を
〕
国
体

論
に
ま
で
結
付
け
、
毛
頭
の
属
国
に
な
っ
た
も
の
だ
と
極
論
す
る
者
ま
で
あ
り
、
耶

蘇
の
正
月
を
採
用
し
た
と
難
ず
る
も
の
も
あ
っ
た
」（〔 

〕
内
筆
者
）
と
す
る
）
62
（

。
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
特
有
の
特
別
の
平
年
・
閏
年
の
算
出
に
あ
た
っ
て
、（
実
際
に
は
疑
義

が
あ
る
が
）
イ
エ
ス
誕
生
を
紀
元
と
す
る
西
暦
に
則
る
こ
と
は
、
国
内
的
に
説
明
が

難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

そ
れ
で
は
何
故
、
置
閏
法
に
皇
紀
を
導
入
し
た
市
川
案
が
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
。
市
川
の
暦
案
は
、
先
述
の
通
り
、
明
ら
か
に
政
府
内
で
検
討
に
付
さ
れ
て
い

る
。
皇
紀
は
日
本
の
国
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
、
そ
の
使
用
の
否
定
は

難
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い
え
市
川
の
よ
う
に
皇
紀
に
則
り
閏
の
計
算
を
す

る
と
、
欧
米
と
暦
日
が
ず
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
結
果
か
ら
の
推
測
で

は
あ
る
が
、
政
府
は
日
本
の
暦
日
を
欧
米
の
そ
れ
と
同
一
に
す
る
こ
と
の
利
便
性
を

ど
う
あ
っ
て
も
譲
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

建
白
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
改
暦
前
後
期
の
改
暦
を
め
ぐ
る
議
論
は
論
争

的
で
あ
る
。
日
本
独
自
の
暦
を
求
め
る
一
派
の
存
在
を
無
視
し
き
れ
な
い
政
府
は
、

論
争
を
惹
起
し
か
ね
な
い
置
閏
法
の
規
定
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
。
そ
し
て
こ
の

議
論
は
、
明
治
三
一
年
の
「
閏
年
ニ
関
ス
ル
件
」
と
す
る
勅
令
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
勅
令
は
し
ば
し
ば
、
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
年
）
を
閏
と
す

る
か
否
か
に
迫
ら
れ
た
政
府
に
よ
り
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
）
63
（

。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と

暦
日
を
同
一
に
し
続
け
る
な
ら
ば
、
一
九
〇
〇
年
よ
り
以
前
に
行
な
う
べ
き
必
要
な

措
置
で
あ
る
が
、
充
分
な
議
論
の
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
突
然
の
勅
令
は
、
国
内
で
の

議
論
が
下
火
に
な
っ
た
な
か
で
、
事
務
的
に
発
せ
ら
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
し

て
明
ら
か
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
同
一
だ
が
、
そ
の
暦
法
は
日
本
独
自
の
皇
紀
紀
元
に

（
1
）　

実
際
に
は
西
暦
が
広
く
使
わ
れ
始
め
た
の
は
一
〇
世
紀
以
降
な
の
で
後
付
け
の
理
屈
で
は
あ

る
が
、
詳
細
は
省
略
す
る
。

（
2
）　
『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
二
巻
、
太
〇
〇
二
二
四
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
3
）　

荒
木
俊
馬
『
日
本
暦
学
史
概
説
』
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
六
〇
年
、
一
八
七
頁
。

（
4
）　

内
田
正
男
『
こ
よ
み
と
天
文
・
今
昔
』
丸
善
株
式
会
社
、
一
九
八
一
年
、
五
九
頁
。

（
5
）　

内
田
正
男
『
暦
の
語
る
日
本
の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
四
頁
。

（
6
）　

岡
田
芳
朗
『
明
治
改
暦
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
二
九
頁
。

（
7
）　
『
公
文
類
聚
』
第
二
十
二
編
・
明
治
三
十
一
年
・
第
八
巻
、
類
〇
〇
八
一
一
一
〇
〇
、
国
立

公
文
書
館
所
蔵
。

（
8
）　

同
右
。

（
9
）　

同
右
。

（
10
）　

岡
田
、
前
掲
書
、
二
五
八
頁
。

（
11
）　

岡
田
、
前
掲
書
、
一
二
九
頁
。

（
12
）　

改
暦
の
詔
書
の
「
七
千
年
ノ
後
僅
ニ
一
日
ノ
差
」
の
下
り
は
、
塚
本
明
毅
（
一
八
三
三
―

一
八
八
五
）
の
改
暦
の
建
白
書
の
文
章
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
吉

雄
俊
蔵
『
遠
西
観
象
図
説
』（
一
八
二
三
年
）
に
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
の
説
明
を
援
用
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。
話
は
や
や
こ
し
い
が
、
そ
の
後
、
内
田
正
男
『
日
本
暦
日
原
典
』（
雄
山
閣
、

一
九
七
五
年
、
五
四
四
頁
）
に
よ
り
、「
七
千
年
ノ
後
僅
ニ
一
日
ノ
差
」
は
吉
雄
に
よ
る
計
算

註 よ
る
規
定
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
以
上
が
筆
者
の
想
定
す
る
経
緯
で
あ
る
。

【
付
記
】

＊
引
用
文
は
、
筆
者
に
よ
り
適
宜
新
字
に
改
め
、
句
読
点
を
加
え
た
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
第
七
八
回
学
術
大
会
で
の

パ
ネ
ル
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
当
日
活
発
な
ご
意
見
を
頂
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感

謝
す
る
。
と
り
わ
け
中
牧
弘
允
先
生
、
林
淳
先
生
、
岡
田
正
彦
先
生
に
は
貴
重
な
ア

ド
バ
イ
ス
を
頂
戴
し
た
。
併
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、JSPS

科
研

費18K
00092

及
び
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

・
基
盤
研
究
（
館
蔵
資
料
型
共
同
研
究
）

「
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
を
中
心
と
す
る
暦
・
陰
陽
道
研
究
の
史
料
基
盤
形
成
」
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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違
い
を
、
塚
本
が
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
と
の
指
摘
が
で
る
。
し
か
し
近
年
、
新
た
に
見
つ
か
っ

た
史
料
な
ど
を
基
に
こ
れ
に
さ
ら
な
る
見
直
し
が
な
さ
れ
、
不
正
確
な
記
述
で
は
な
か
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
（
須
賀
隆
「『
七
千
年
ノ
後
僅
ニ
一
日
』
の
謎
」『
日
本
暦
学
会
』
第
二
一
号
、

二
―
五
頁
、
二
〇
一
四
年
）。

（
13
）　

市
川
斎
宮
（
一
八
一
八
―
一
八
九
九
）、
本
名
は
兼か
ね
の
り恭

。
文
政
元
年
、
安
芸
国
広
島
鉄
砲
町

に
芸
藩
の
侍
医
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
大
阪
の
緒
方
塾
、
江
戸
の
杉
田
塾
で
学
ぶ
。
嘉
永

二
年
、
福
井
藩
・
松
平
春
嶽
に
西
洋
砲
術
学
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
様
式
軍
備
の
拡
充
に
携

わ
る
。
嘉
永
六
年
、
幕
府
天
文
台
和
解
御
用
、
安
政
三
年
、
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
、
文
久
三
年
、

開
成
所
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
慶
応
元
年
幕
臣
に
列
せ
ら
れ
、
福
井
藩
籍
を
脱
し
た
。
維
新
後
、

新
政
府
に
出
仕
、
京
都
兵
学
校
、
大
坂
兵
学
寮
教
授
と
な
り
、
明
治
五
年
東
京
に
戻
り
、
同

七
年
致
仕
（
兵
学
中
教
授
）。
同
一
二
年
、東
京
学
士
院
会
員
（
原
平
三
『
市
川
兼
恭
』
温
知
会
、

一
九
四
一
年
。『
叙
位
裁
可
書
』
明
治
三
十
二
年
・
叙
位
巻
五
、
叙
〇
〇
〇
七
七
一
〇
〇
、
国

立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
14
）　

こ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
後
に
触
れ
る
広
川
晴
軒
も
、
明
治
三
年
八
月
に
集
議
院
に
太
陽
暦
へ

の
暦
法
改
革
を
提
言
す
る
建
白
書
を
提
出
し
、「
毎
百
年
去
閏
一
日
、
至
四
百
年
即
不
去
閏
日
」

と
置
閏
法
に
言
及
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
の
採
用
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

（
15
）　

改
暦
の
翌
年
一
月
に
は
、
大
学
星
学
局
で
活
躍
し
た
数
学
者
・
福
田
理
軒
校
閲
に
よ
る
『
頒

暦
詳
註　

太
陽
暦
俗
解
』（
花
井
静
庵
著
、
福
田
理
軒
校
閲
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、

以
下
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
日
本
紀
年
か
ら
六
六
〇
年
を
減
じ
、
こ
れ
を
四
で
除
き
余

り
が
あ
る
時
は
平
年
と
し
、
割
り
切
れ
る
時
は
閏
年
と
す
る
。
さ
ら
に
四
〇
〇
で
余
り
が
あ

る
時
は
平
年
と
し
、
割
り
切
れ
る
時
は
閏
年
と
す
る
。
改
暦
時
に
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法

の
正
確
な
置
閏
法
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
16
）　

能
田
忠
亮「
二
月
一
一
日
に
つ
い
て
」『
天
界
』第
四
八
巻
第
五
〇
〇
号
、一
九
六
七
年
一
月
号
、

三
頁
。
Ｐ
．
Ｖ
．
Ｎ
ｅ
ｕ
ｇ
ｅ
ｂ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
〔
略
〕
の
表
と
は
、
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
前
か

ら
の
月
齢
に
つ
い
て
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
17
）　

日
本
書
紀
の
記
述
を
正
し
い
も
の
と
仮
定
し
、
当
時
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て

計
算
す
る
な
ら
ば
、
二
月
一
一
日
と
な
る
こ
と
に
は
、
岡
田
も
触
れ
て
い
る
が
、
能
田
の
よ

う
な
詳
細
な
説
明
は
加
え
て
い
な
い
（
岡
田
、
前
掲
書
、
二
六
六
頁
）。

（
18
）　

塚
本
に
つ
い
て
は
、塚
本
学
『
塚
本
明
毅
―
―
今
や
時
は
過
ぎ
、報
国
は
た
だ
文
に
あ
り
』（
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
19
）　

の
ち
に
塚
本
は
内
務
省
地
理
局
に
あ
っ
て
、『
三
正
綜
覧
』
を
編
纂
、
明
治
一
三
年
に
刊
行

し
た
。
こ
れ
は
古
代
か
ら
明
治
年
間
に
い
た
る
暦
で
、
各
年
の
干
支
の
み
な
ら
ず
、
毎
月
の
一

日
の
干
支
・
月
の
大
小
を
も
の
せ
、
そ
れ
を
太
陽
暦
と
対
照
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
凡

例
に
は
、
太
陽
暦
に
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
あ
る
こ
と
と
そ
れ
ぞ
れ
の
置
閏
法
へ

の
言
及
も
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
「
毎
百
年
不
置
閏
。
毎
四
百
年
。
仍
旧
置
閏
」（「
旧
」
と

は
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
こ
と
）
と
さ
れ
る
。
改
暦
直
後
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
の
置
閏
法
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
。『
三
正
綜
覧
』
は
、

現
在
で
は
史
料
と
の
対
校
不
足
や
誤
植
の
多
さ
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
古
文
献

に
干
支
で
記
す
年
月
を
西
暦
で
換
算
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
は
、
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
こ
の

本
に
拠
っ
た
と
評
さ
れ
る
（
塚
本
、
前
掲
書
、
一
五
三
頁
）。

（
20
）　

林
淳
『
天
文
方
と
陰
陽
道
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
21
）　
『
公
文
録
』
明
治
六
年
・
第
五
十
三
巻
、
公
〇
〇
七
八
三
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

紀
元
節
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
の
建
国
―
―
歴
史
家
は

紀
元
節
を
ど
う
み
る
か
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
年
。
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法

考
査
局
『
紀
元
節
問
題
に
関
す
る
資
料
集
』
一
九
六
六
年
。

（
22
）　
『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
二
巻
、
太
〇
〇
二
二
四
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
23
）　

同
右
。

（
24
）　

同
右
。

（
25
）　

坂
本
是
丸
「
春
秋
二
季
皇
霊
祭
の
制
定
過
程
」『
神
道
学
』
一
一
八
号
、
一
九
八
三
年
八
月
、

一
六
―
四
〇
頁
。
坂
本
に
よ
る
と
、
神
式
に
よ
る
皇
霊
祭
の
制
定
が
明
治
一
一
年
ま
で
か
か
っ

た
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
皇
室
の
祖
先
祭
祀
が
仏
事
を
中
心
に
営
ま
れ
て
お
り
、
宮
中
の

仏
教
と
の
関
係
を
分
離
・
廃
絶
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
26
）　
『
太
政
類
典
』
第
三
編
・
第
一
巻
、
太
〇
〇
六
〇
五
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
全
国

の
暦
の
製
造
頒
布
を
引
き
受
け
て
い
た
頒
暦
商
社
に
と
っ
て
、
暦
面
の
掲
載
項
目
の
異
同
は

強
い
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
27
）　

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
の
四
〇
〇
年
に
三
度
平
年
を
置
く
と
い
う
置
閏
法
の
規
定
に
該
当
す
る
直

近
の
特
別
な
年
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
で
あ
る
。

（
28
）　

国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
建
白
書
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
時
代
が
下
る
と
、
暦
の
改
良
に
つ
い
て
論
じ
る
書
籍
（
神
田
孝
平

や
工
藤
茂
三
郎
な
ど
）
の
刊
行
も
見
ら
れ
る
。

（
29
）　

津
田
に
つ
い
て
は
、
津
田
道
治
編
『
津
田
真
道
』（
東
京
閣
、
一
九
四
〇
年
）
に
詳
し
い
。

同
書
に
も
建
白
案
の
転
載
が
あ
る
（
一
三
四
―
一
三
五
頁
）。

（
30
）　
『
記
録
材
料
・
建
白
書
仮
綴
』
記
〇
〇
八
二
三
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
31
）　

市
川
に
つ
い
て
は
、
脚
註
一
三
も
参
照
の
こ
と
。
明
治
二
年
六
月
「
暦
法
議
案
」
は
、「
中

外
新
聞
」
に
一
部
掲
載
さ
れ
た
（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集　

第
四
巻
』
日
本

評
論
社
、
一
九
六
八
年
、
四
三
二
頁
）。
全
文
は
、
原
、
前
掲
書
、
八
七
―
九
二
頁
や
、
津
田
、

前
掲
書
、
二
〇
五
―
二
一
二
頁
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
一
一
月
の
建
白
は
、
前
出

の
『
法
規
分
類
大
全
』
を
参
照
の
こ
と
。

（
32
）　
『
改
訂
維
新
日
誌
』
第
七
巻
（
橋
本
博
編
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
、
二
七
二
頁
）
に

建
議
件
名
の
み
掲
載
が
あ
る
。

（
33
）　
「
廣
川
晴
軒
資
料
一
五
」、
小
千
谷
市
教
育
委
員
会
所
蔵
。
大
正
一
三
年
二
月
一
一
日
に
広
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川
（
一
八
〇
三
―
一
八
八
四
）
の
従
五
位
追
贈
に
際
し
作
成
さ
れ
た
事
跡
調
書
に
も
同
じ

建
議
の
全
文
転
載
が
あ
る
（『
大
正
十
三
年
皇
太
子
御
成
婚
贈
位
内
申
事
蹟
書
五
』、
贈
位

〇
〇
〇
九
七
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
広
川
に
つ
い
て
は
、
井
上
慶
隆
『
廣
川
晴
軒

伝
』（
恒
文
社
、
一
九
八
一
年
）
に
詳
し
い
。
広
川
は
新
潟
県
北
魚
沼
郡
小
千
谷
町
に
生
ま
れ
、

民
間
に
あ
っ
て
和
算
・
洋
学
の
研
究
を
続
け
た
。
啓
蒙
家
の
一
面
も
有
す
る
。

（
34
）　
『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
雑
纂
』
明
治
七
年
、
建
〇
〇
〇
〇
七
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

弘
鴻
（
一
八
二
九
―
一
九
〇
三
）
に
つ
い
て
は
、
三
上
義
夫
「
弘
鴻
の
数
学
上
の
事
跡
並
に
暦

法
改
革
の
意
見
」（
法
政
大
学
日
本
精
神
史
学
会
編
『
日
本
精
神
史
論
纂
』
第
一
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
、
一
一
七
―
一
六
六
頁
）
に
詳
し
い
。
弘
は
周
防
国
都
濃
郡
花
岡
に
生
ま
れ
（
士

族
）、
幼
少
よ
り
数
学
・
暦
学
を
学
ぶ
。
明
治
元
年
よ
り
山
口
明
倫
館
に
て
数
学
の
教
授
等
、

歴
任
。
農
事
に
便
益
す
る
暦
（「
種
蒔
の
栞
」）
を
作
成
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（
35
）　
『
記
録
材
料
・
建
白
書
仮
綴
』
記
〇
〇
八
二
三
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
36
）　

同
右
。

（
37
）　
『
公
文
録
』
明
治
七
年
・
第
十
四
巻
、
公
〇
一
〇
二
八
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
38
）　
『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
参
考
部
（
五
）』、
建
〇
〇
〇
五
一
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
39
）　
『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
参
考
部
（
六
）』、
建
〇
〇
〇
五
二
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
40
）　
『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
（
十
二
）』、
建
〇
〇
〇
四
六
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
41
）　
『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
議
案
録
』明
治
八
年
、建
〇
〇
〇
一
一
一
〇
〇
、国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
42
）　

同
右
。

（
43
）　

同
右
。

（
44
）　

弘
は
、
改
暦
前
に
も
後
に
も
暦
に
か
か
わ
る
建
言
を
行
な
っ
た
。

（
45
）　

こ
こ
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
暦
に
関
わ
る
建
白
書
の
な
か
に
は
、
太
陽
暦
と
太
陰
暦
を

対
照
で
き
る
も
の
を
作
成
せ
よ
と
す
る
も
の
や
、
改
暦
以
降
の
課
税
に
つ
い
て
の
案
を
提
案

す
る
も
の
な
ど
も
あ
る
（『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
（
一
）』、
建
〇
〇
〇
二
六
一
〇
〇
、
国
立

公
文
書
館
所
蔵
）。
他
に
も
特
定
の
個
人
や
そ
の
地
方
の
役
所
に
宛
て
ら
れ
た
建
白
書
類
が
全

国
の
道
府
県
公
文
書
館
や
図
書
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
調
査

が
待
た
れ
る
。

（
46
）　

件
名
の
う
ち
建
言
題
目
が
確
認
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
（ 

）
を
付
し
た
。
暦
法
・
歳

首
の
う
ち
建
言
内
容
が
そ
れ
ら
と
関
係
の
な
い
も
の
に
は
斜
線
を
施
し
、
明
確
な
言
及
が
見

ら
れ
な
い
も
の
は
空
欄
と
し
た
。

（
47
）　

明
治
二
年
六
月
と
い
う
早
い
段
階
で
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
に
で
も
実
行
可
能
と
い
え
る
暦
案
を

建
言
で
き
た
の
は
、
津
田
真
一
郎
の
皇
紀
紀
元
の
建
議
と
い
う
き
っ
か
け
も
関
係
し
て
い
る

が
、
越
前
国
福
井
藩
一
六
代
藩
主
・
松
平
春
嶽
の
存
在
も
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
市

川
の
以
前
の
主
君
で
あ
る
春
嶽
は
、
明
治
元
年
三
月
と
い
う
非
常
に
早
い
時
期
に
、
朝
廷
か

ら
暦
を
頒
布
す
る
こ
と
を
建
言
し
て
お
り
、
暦
に
対
す
る
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
（『
太
政

類
典
』
第
一
編
・
第
二
巻
、
太
〇
〇
〇
〇
二
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
東
洋
大
学
人
間
科
学
総
合
研
究
所
客
員
研
究
員
・

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
審
査
終
了
）

（
48
）　

原
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
49
）　

脚
註
三
一
参
照
。

（
50
）　

三
上
、
前
掲
論
文
。
明
治
三
年
の
建
白
書
の
原
文
に
つ
い
て
は
未
見
だ
が
、
上
記
論
文
内
に

そ
の
内
容
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）　

脚
註
三
四
参
照
。

（
52
）　

脚
註
三
八
参
照
。

（
53
）　

露
西
亜
は
当
時
ユ
リ
ウ
ス
暦
を
使
用
し
て
お
り
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
使
用
す
る
国
々
と
歳
首

に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
。

（
54
）　

以
上
山
口
に
つ
い
て
は
、
脚
註
三
九
参
照
。

（
55
）　

三
上
、
前
掲
論
文
、
一
三
六
―
一
三
七
頁
。

（
56
）　

脚
註
四
〇
参
照
。

（
57
）　

青
木
信
仰
『
時
と
暦
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
八
〇
頁
。

（
58
）　

正
朔
思
想
や
歳
首
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
島
毅
『
天
皇
と
儒
教
思
想
―
―
伝
統
は
い
か
に
創

ら
れ
た
の
か
？
』（
光
文
社
、
二
〇
一
八
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
59
）　

中
牧
弘
允
「
パ
ネ
ル
『
近
代
に
お
け
る
暦
・
国
家
・
宗
教
』
コ
メ
ン
ト
」『
宗
教
研
究
』
第

九
三
巻
別
冊
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
五
七
―
五
八
頁
。

（
60
）　

青
木
、
前
掲
書
、
三
一
―
三
二
頁
。
こ
れ
は
、
明
治
改
暦
の
経
緯
が
記
述
さ
れ
る
節
中
、
ポ

イ
ン
ト
が
落
と
さ
れ
て
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
論
証
は
見
ら
れ
ず
、
青
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Problems of the Gregorian Calendar Adopted as Part of the Meiji Reforms: 
What is a Typical Japanese Calendar?

The imperial edict on the reform of the calendar on November 9, 1872, describes how to set leap 

days with the phrase “set a leap day every four years.” Astronomer Masao Uchida and others have 

pointed this out as an imperfection because this approach applies to the Julian calendar and does not 

reflect the fact that the Gregorian calendar omits 3 leap days over every 400-year period.

It is generally understood in Japan that the Gregorian calendar was adopted during the Meiji 

reforms. Although this conventional understanding does not necessarily constitute a mistake, the 

situation at the time of the reform was complicated. The government advocated the use of the solar 

calendar but did not clearly promote the adoption of the Gregorian calendar.

In this paper, I consider the background behind the government’s writing style, which was later 

pointed out as an imperfection. I also confirm the following three points: (1) The Meiji government 

accurately grasped how to set the leap day of the Gregorian calendar; (2) for the government, the 

calendar adopted in the reform was not a complete version and had to be continuously modified; and 

(3) at the time of the reform, there was a strong demand for a calendar unique to Japan to reflect the 

national polity and fit the time sense of the traditional calendar.

The reason for the imperfection in the imperial edict may have stemmed from the fact that further 

reference to leap days could have caused problems. The calendar change happened when Christianity 

was still prohibited in Japan. Therefore, it would have been difficult to calculate a special normal 

year every 100 years according to the Western calendar system based on the birth of Jesus in the 

Christian era because there were strong calls for a calendar based on the national polity. However, if 

imperial records were introduced (as Ichikawa did), the dates would differ from those in Europe. In 

the end, this argument was carried over to 1898, and although the resulting calendar was the same as 

the Gregorian calendar, the calendar rules based on the original from the Japanese Imperial era were 

added.

Key words: Calendar reform in the Meiji era, Gregorian calendar, Imperial era, System to include a 

leap year, Idea of the beginning of the year

SHIMOMURA Ikuyo
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